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行政常任委員会会議録 

〔平成 25年第１回定例夕張市議会付託〕 

  平成 25年 3月 21日(木曜日) 

  午前 10時 30分開議 

――――――――――――――――――――――― 

◎付託案件 

  (1)  議案第 １号 平成 25 年度夕張市一般会

計予算 

  (2)  議案第 ２号 平成 25 年度夕張市国民健

康保険事業会計予算 

  (3) 議案第 ３号 平成 25 年度夕張市市場事

業会計予算 

  (4) 議案第 ４号 平成 25 年度夕張市公共下

水道事業会計予算 

  (5) 議案第 ５号 平成 25 年度夕張市介護保

険事業会計予算 

  (6) 議案第 ６号 平成 25 年度夕張市診療所

事業会計予算 

  (7) 議案第 ７号 平成 25 年度夕張市後期高

齢者医療事業会計予算 

   (8) 議案第 ８号 平成 25 年度夕張市水道事

業会計予算 

――――――――――――――――――――――― 

◎出席委員（8名） 

 大 山 修 二 君 

 小 林 尚 文 君 

 高 間 澄 子 君 

 熊 谷 桂 子 君 

島 田 達 彦 君 

 藤 倉   肇 君 

 厚 谷   司 君 

 角 田 浩 晃 君 

――――――――――――――――――――――― 

◎欠席委員（なし） 

――――――――――――――――――――――― 

◎出席参与 

 市長、松倉監査委員、教育委員長、教育長、理事、

消防長のほか、関係の室長、課長等 

――――――――――――――――――――――― 

午前１０時３０分 開議 

●高間委員長  それでは、皆さん、おはようござ

います。 

 ただいまから、行政常任委員会を開催いたします。 

――――――――――――――――――――――― 

●高間委員長  本日の出席委員は 8 名、全員であ

ります。 

 ほかに議長が出席されております。次に、参与の

出席でありますが、市長、松倉監査委員、教育委員

長、教育長、理事、消防長、室長のほか、関係の課

長等が出席されております。 

――――――――――――――――――――――― 

●高間委員長  次に、審査の進め方についてであ

りますが、本常任委員会に付託されました案件は、

本会議において理事者から提案説明がなされており

ますので、直ちに大綱的な質疑を行い、次に、一般

会計は歳出より款ごとに、他の会計は会計ごとに一

括して順次審査を行い、最後に審査結果の取りまと

めと採決を行いたいと考えておりますが、そのよう

に取り進めてご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕 

 異議がないようでありますから、そのように取り

進めてまいります。 

 なお、本常任委員会は、本日とあすの二日間開催

する予定としておりますが、議事の進行につきまし

ては、特段のご協力をお願いいたします。 

 それでは、早速、大綱的な質疑を行います。 

――――――――――――――――――――――― 

●高間委員長  角田委員。 

●角田委員  それでは、25年度の執行方針に基づ

いて、先日、3 月議会ということで大綱的に質問さ

せていただいた中で、市民の安全安心を担保する中

で、安心できる医療体制づくりという点で、ご指摘

をいたしました。その中で、先般のやりとりの中で、

いわゆる開業医の方々に対して、日曜当番も含めた、

その輪番についての理解が、その後どのような形に

なったのかを、まず確認させてください。 
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●高間委員長  保健福祉課長。 

●池下保健福祉課長  4 月からの救急当番につい

てでありますが、議会の皆様、市民の皆様に大変ご

心配をおかけしておりましたが、4月以降も、当面、

医師会で夜間救急の当番をお引き受けいただけると

いうことについて確認をさせていただいたところで

あります。 

●高間委員長  角田委員。 

●角田委員  それは、ひとまず、大変いいことだ

と思います。それと、あわせまして、医療対策の中

において、夕張市医療保健対策協議会、これの取り

まとめができない中で新年度予算を提案しなければ

ならないという大変厳しい状況にあります。市長の

言われるところによると、この協議会の答申を踏ま

えて、今後の医療の方向については、答申を踏まえ

てということが前提になっています。ということは、

答申が出てくるまでは、それを待っていなければい

けないという現実があります。もう既に、新年度 4

月からに向けて、きょう、こういう予算委員会をや

っているわけですが、この取りまとめをいつごろま

でに終えること、そして、それを踏まえて、市立診

療所の改築も含めて、今後の方針をいつごろまでに

出していこうとしているのか、その辺をお聞かせく

ださい。 

●高間委員長  市長。 

●鈴木市長  医療保健対策協議会の進め方につき

ましては、大綱質問のときにもお答えし、今、角田

委員のほうからもお話がありましたが、医療保健対

策協議会において答申を出していただくという形で

考えている中で、その医療保健対策協議会、1 月 23

日開催の時点において、医療関係者の皆様で何回か

話し合いの場を持ちながら、方向性を探った上で協

議会を再開するべきであると、こういうことについ

て、委員の皆様にご了解をいただいているところで

ございます。ですから、まずは、こういった医療関

係者の皆様との話し合いを受けて、その後、協議会

を再開をするという方向性で、その中でスケジュー

ル等についても探っていきたいと考えております。 

●高間委員長  角田委員。 

●角田委員  今、市長からお示しあったとおり、

やはり医療に実際に携わっている方々のご意見とい

うか、そこらの調整をとっていかないことには、い

わゆる連携、開業医と市立診療所を中核とした連携

の中で市民を守るという中では、やはり現場のお医

者さん、看護師さんのご意見を十分踏まえた上で協

議会のほうに提案しながら、そしてご意見を伺うと

いう格好で進めるのは確かに望ましいと思います。

本来はそういうことで進めていくべきだったと思い

ますし、今提案されたことについては全くそのとお

りだと思います。ただ、これから協議会の中で、開

業医の方々とも腹を割ったお話をした中で、いろい

ろな、当番も含めて、役目、役割を確認し合うとい

うことになるかと思います。ただ、今後、病院の改

築も含めて、一定の方向というのは余り時間はかけ

ていられないはず。というのは、本来であれば、こ

の予算委員会には、その方向づけを含めて示した上

で、この予算審議をしなければならない。それがで

きていないということからすると、かなり、そうい

う事情も踏まえていただいて、ご理解いただいて、 

早くに取りまとめなければならないという課題があ

ると思いますが、そういう方向でよろしいでしょう

か。 

●高間委員長  市長。 

●鈴木市長  角田委員のご指摘の部分で、市立診

療所につきましては 40 年ぐらい経過しておりまし

て、老朽化も著しく進んでいる状況の中で、費用等

も多くかかっている状況もございます。そういった

背景もございますし、そもそも医療保健対策協議会

のスケジュールの中では、平成 24年度をめどにとい

うような状況の中で進めてきた経緯がございます。

そういった背景を受けて、しっかりと議論をしなけ

ればならない問題であると同時に、スピード感を持

って対応しなきゃいけない事例だと思っております

ので、まずは、医師会の皆さんとの、医療関係者で

すね、の皆さんとの話し合いをしていく中で、医療

保健対策協議会を再開をし、できるだけ早くそうい
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った方向性を探っていきたいと考えております。 

●高間委員長  ほかにはございますか。 

 議長。 

●高橋議長  ちょっと、関連で、今、角田委員の

ほうから、輪番制のあり方、その後どのようになっ

たかということでのご質問で、福祉課長のほうから、

確認がとれていると、4 月以降については確認がと

れているというのですけれども、それは何をもって、

そういうことで確認がとれたということで判断して

いるのか、ちょっとお聞かせいただきたいのですけ

れども。  

●高間委員長  保健福祉課長。 

●池下保健福祉課長  4 月以降の当番のあり方等

を含めて、先生方とお話し合いを持って、その辺を

協議しなければならないのですけれども、それに当

たっては、まだその協議ができていない段階であり

ますので、その協議ができるものを踏まえて、当面、 

4 月以降の部分については、今の現状体制でお願い

しますという形で医師会長のほうにお話をしており

ます。 

●高間委員長  議長。 

●高橋議長  ということは、医師会長の、今、そ

の判断ということで、医師会全体とのそういうまだ

テーブルには立ててない状況は続いているというこ

と、まず、そこをきちんとですね、確認、逆に確認

とっていかないと、何か、全てが確認とれたかのよ

うな先ほどの答弁になるとあれなので、そこをきち

んとちょっと、もう一回説明してください。 

●高間委員長  保健福祉課長。 

●池下保健福祉課長  当番につきましては、医師

会だけではなく、希望の杜も入ってきますので、希

望の杜の森田先生が 3 月いっぱいで終わられるもの

ですから、新しい先生が 4 月に来るものですから、

その先生も含めて話し合いを持つような形で行わな

ければならないと思っていますので、それの話し合

いとなると 4 月に入ってしまいますので、その間、

当面、今の現状維持でお願いしてきているところで

あります。 

●高間委員長  議長。 

●高橋議長  今のような答弁を最初にしておかな

いと、何か、あたかも 4 月以降確認がとれたって、

先ほどの部分でいったら、25年度以降全てが確認済

みというように誤解されますから、そこは、今、課

長もおっしゃられたとおり、希望の杜も含めて、特

に医師も、3月いっぱいでいなくなる先生、そして 4

月から新しく来る先生、いずれにしても、輪番制に

ついては、新しい先生を交えていかないと、どちら

にしても、いろんな意味でやっぱり体制が整わない

でしょうから、協議にもならないでしょうから、だ

から、現時点では、まだそういう意味では、全体図

としては確認がとれていないということでいいです

ね。 

●高間委員長  保健福祉課長。 

●池下保健福祉課長  現時点では、その新しい体

制といいますか、この当番のあり方等も協議をまだ

行っていない段階でありますので、現時点では、そ

の話し合いが持たれるまでは今の体制でということ

でお願いしております。 

●高間委員長  熊谷委員。 

●熊谷委員  今の質問に関連してなんですけれど

も、今、3 月いっぱいで答申が出る予定だったけれ

ども、今まだ出せない状況でいるということなんで

すが、今後のスケジュールについてどのように考え

ていらっしゃるか、お願いします。 

●高間委員長  市長。 

●鈴木市長  熊谷委員のスケジュール観のご質問

については、角田委員のご質問と重なってくる部分

かなと思うんですけれども、医療機関の皆さんとの

ですね、話し合いを、まず医療保健対策協議会の中

でも行うべきであるということについて、委員の皆

さんからお話をいただいている状況でありますので、

まず、それを実現した上で、協議会を再開する中で

スケジュール等の方向性についても決定をしていき

たいと考えているところです。 

●高間委員長  熊谷委員。 

●熊谷委員  今、その医療保健対策協議会ですか、
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それは清水理事が座長でやってこられたというふう

に思うんですが、清水理事、3 月でお帰りになると

いうふうに伺っていたんですが、今後はどなたが座

長になってやっていかれるんですか。 

●高間委員長  清水理事。 

●清水理事  座長につきましては、まだ決定では

行って、内部決定もまだ、決裁等行われてないです

けれども、やはり引き続き、理事等が引き継いでい

く方向で検討したいと思っております。  

●高間委員長  熊谷委員。 

●熊谷委員  清水理事のほうから、引き続き理事

という立場の方がというようなお話がありましたが、

今のおっしゃったのが、今いらっしゃる髙畠理事の

ことなのか、新たに着任される理事のことなのかは

わかりませんが、市民がやっぱり望んでいるのは、

夕張のことをよくわかっている方、そういう方がぜ

ひ必要ではないかなというふうに思うんです。やは

り着任されて早々ですとか、 1 年、2 年しか夕張の

ことをまだご存じない方が、もちろんそういう方も

必要なんですけれども、本当にいろんな事情をわか

ってらっしゃる方が責任ある立場に入ってきちっと

やっていかないと、本当の調整、それから話し合い、

まとめっていうことが、本当に市民の立場、それか

ら医療者の立場でできるのかなっていうのが、私は

一つ、ちょっと心配なんですよね。もちろん福祉課

長も入ってらっしゃるというふうに思いますが、も

うちょっと、何ていうのかな、強力に、何かやっぱ

り市を挙げて、きちんとその医療者の方たちと市民

の方たちが協議をして、本当にいい方向にまとめら

れるような、そういうことをぜひやっていただきた

いなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

●高間委員長  清水理事。 

●清水理事  熊谷委員がおっしゃることはとても

よく理解できることで、やはり地域の中をですね、

理解できる者、ただ、派遣で来た者については、客

観性を持ってそういうことを望めるという、いろい

ろな利点があると思いますので、御意見としてお伺

いしたいと思います。 

●高間委員長  よろしいですか。 

 藤倉委員。 

●藤倉委員  何度もダブるようですけど、大事な

ことなんで。今聞いていますと、医療保健対策協議

会というのは、医療関係者との話し合いが済んでか

ら持ちます、じゃ、医療関係者との話し合いの中で、

特に 4 月以降については、今までどおり当番医がや

りますというのは、医師会長として責任のある発言

なのか。個人的に、私はいいですよというのか。こ

このところ一番、もう来月からのことですから、医

師会と医療関係者との話し合いが持たれなくても、

医師会長が、大丈夫です、4 月以降も続行しますと

責任ある発言なのか、個人的な発言なのか、これは

もう大事なことですから、福祉課長、どういうこと

なんですか、これは。 

●高間委員長  保健福祉課長。 

●池下保健福祉課長  当然、医師会長にお願いし

てますので、それは医師会長個人的な意見ではない

と思います。それで、お話し合いが、これ、救急の

やはり先生方の負担というのはかなりかかってるも

のですから、その負担軽減等も協議させていただき

たいので、当面、その協議までは今の体制でお願い

しますという形で医師会長にお願いしております。 

●高間委員長  藤倉委員。 

●藤倉委員  わかりました。確認しますよ。医師

会長として責任ある立場で回答されたと、あなたに。

だから、ほかのお医者さんが、いや、俺は診ないよ、

俺は反対だよと、そういうことはないですよね。会

長自身が、会長としての判断で、あなたに回答した

ということですから、そのように受けとめますよ。 

●高間委員長  よろしいですか。 

 ほかにはございますか。 

 小林委員。 

●小林委員  その件でですね、私どもは、当初は

今年度中という部分でしたけれども、その中で、最

終的には全員というか、拡大というか、町内会長ま

で入れてのお話もされるという部分で当初は聞いて

いたのですけれども、この部分については、今話し
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たスケジュール観を持って、その後で、ある程度方

向性が出た段階で、町内会長さんも含めた会議をこ

れから持ち合わせていけるのかどうかというのを、

ちょっと確認でお願いをいたします。 

●高間委員長  清水理事。 

●清水理事  小林委員のご質問にお答えしたいと

思います。 

 ご質問の内容は、拡大会議、つまり、広く市民の

ですね、住民の方々のご意見を聞くことが今後ある

のかということだろうということでお答えさせてい

ただきたいと思いますけれども、一つの例としまし

て、昨年 3月に第 1回の拡大会議を開いて、協議会

におけるステップ 1 なのですけれども、医療をめぐ

る現状と課題についてご意見をお伺いして、それを

もとに議論を深めていったという経緯があります。

この協議会の進め方の一つは、コアな協議会の部分

の委員での議論を踏まえて、拡大会議でまた議論を

する、そして住民の声を、意見を聞いて、また協議

して、それをまとめるという段階を踏むという形に

なっておりますので、今後、第 2 回目の拡大会議に

つきましては、この、今まとまりました、求められ

る医療提供体制、それから、市立診療所のあり方、

これらを委員会議でまとめて、それを終了した時点

で拡大会議を開いて、市民の皆様のご意見をお聞き

することとしたいと考えております。 

●高間委員長  ほかにございますか。 

 厚谷委員。 

●厚谷委員  私のほうからも、今の関連の質問を

させていただきたいと思います。 

 重複して確認をするような部分になろうかという

ふうに思いますが、お答えをいただきたいと思うん

ですけれども、今後のスケジュールについては、先

ほどご答弁あったとおりということなんですが、私

も医療保健対策協議会の委員として参加しているそ

の会議の空気感から申し上げるとですね、相当やは

り、答申に持っていくまでの議論を構築していくと

いうのは、相当困難ではないのかなという思いをし

ております。1 月の協議会の状況までの経過を見て

も、やはり委員会の中にはもう、複数の意見が今で

も混在しているという状況になっているというふう

に私は受けとめているんですが、その状況の中で、

基本的に、市長のほうも、この答申を最後まで、受

けるまで協議会の議論を構築してもらうと、その基

本的な方針は変わりがないということでよろしいで

すか。 

●高間委員長  市長。 

●鈴木市長  医療保健対策協議会の中でさまざま

なご意見があるということは、十分承知をしており

ます。ただ、いろんなご意見をいただく中でも、お

答えとしては一定の方向性を出していかなければな

らないのも事実としてあります。今まで多くの方に、

医療保健対策協議会を拡大改組する中で、ご意見を

いただきながら、医療関係者の皆さんとの話し合い

が必要であるというご意見が1月23日に結果として

今出ているわけですが、そういったご意見等を踏ま

えて拡大会議というものもあるんですが、そういっ

たものを踏まえて最終的な方向性を出していくとい

う考え方については、これを努力をしていきたいと

いうふうに考えているところです。 

●高間委員長  厚谷委員。 

●厚谷委員  その点については理解をいたしまし

た。それで、今後、協議会を再開して、それで拡大

会議も開催してということになっていこうかという

ふうに思いますが、先ほど清水理事のほうからも、

前回の拡大会議のお話もしていただいたと思うんで

すが、前回の拡大会議の中でも、やはり患者代表さ

んが出席する拡大会議ということになっていますが、

例えばその患者代表さんも、病院によって患者さん

が出席したりしなかったりということで、言ってみ

れば、意見に偏りがあるんじゃないかというご指摘

も一部あったやに思いますので、ぜひそういったと

ころの配慮も、現在の医療関係者さんの協議とあわ

せて必要だというふうに考えますが、その点につい

て何かお考えはございますか。 

●高間委員長  福祉課長。 

●池下保健福祉課長  患者代表につきましては、
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各医療機関の先生方にお願いして出していただいて

るのですけれども、なかなか引き受けていただける

方が少ないという形で、今、その各医療機関全員か

ら来ているわけではないんですけれども、その辺は、

その偏りのないような形で進めなければならないと

考えております。 

●高間委員長  よろしいですか。 

 ほかにはございますか。 

 議長。 

●高橋議長  ちょっと今までのやりとり、総体的

に聞いておりまして、まず、医療保健対策協議会、

現時点で先へ進んでいないこの対策協議会、まず、

これの現時点では、今は諮問されているわけですか

ら、とりあえず、まず先に、ちょっと清水理事にお

伺いしたいと思います。現時点でこういうふうにな

ってきた要因といいましょうか、その辺、全体的に、

座長という立場で、どういうふうに分析をしており

ますか、こういうふうになっている状況を含めて。 

●高間委員長  清水理事。 

●清水理事  医療保健対策協議会に係る現状の認

識という形でご質問があったと思います。この現状

認識についてでございますけれども、限られた医療

資源と、それから財政再生団体という制約のもとで、

地域医療のあり方につきまして、また、それから市

立診療所の改築を含めたその中身につきまして、将

来を見据えた議論が必要なことから、財政再生計画

における改築計画を一時凍結しまして、地域医療ビ

ジョンをもとに具体的な取り組みにつなげるための

行動計画、一般的にアクションプランと言っており

ますけれども、その案を医療保健対策協議会におい

て協議、検討をお願いしまして、平成 24年度をめど

に答申を受け、市としての方向性を判断する、固め

ていくという形で進めてきたところでございます。

この協議、検討において、事務局での進め方に至ら

ない点があった、座長である私の進め方についても

至らない点があったということから、医師会の皆様

に、医療関係者の皆様に不信感を与える結果となっ

ておりまして、答申の取りまとめがおくれてきたと、

このように考えておりまして、今日の混乱を招いた

ことにつきましては大変申しわけなく思っていると

ころでございます。 

 以上です。 

●高間委員長  議長。 

●高橋議長  そこで、今、理事のほうから、進め

方、取りまとめ方については至らなかった部分があ

ったと、それは全くそうだと思うんですが、その中

で、その大きな、主となる原因というのはどういう

ふうに考えているというふうに認識されております

か。なぜ、その辺の取りまとめがまずかったのか、

進め方がうまくいかなかったのか、そこの部分の主

たる部分の大きな要因、原因というのは、どういう

ふうに分析しておりますか。 

●高間委員長  清水理事。 

●清水理事  医療保健対策協議会における進め方

で至らなかった点等についてのご質問でございます

けれども、協議会における市立診療所の改築時期に

ついて、こういったことで、さまざまな意見をいた

だいた中で、いろいろ意見を取りまとめるために、

その方向性等について意見をいただき、それを議論

する中で、その説明に言葉足らずの部分があったん

ではないかと、そういった中で医師会の皆様に誤解

を与えてしまう面があったというふうに考えており

ます。また、それから、医師会の皆様との日ごろの

コミュニケーション不足、こういったことも、やは

り意見交換や情報共有が十分に行われなかったので

はないかと大変反省する点がございまして、それが

不信感を招いた一つの原因でもあるんではないかと

考えているところでございます。 

 今後につきましては、常日ごろから医師会の皆様

との意見交換や情報共有に事務局全体で努めながら、

さらなる信頼関係、これを構築していくように、今

から申し上げて申しわけないのですが、できるだけ

の努力をしてまいりたいと考えているところでござ

います。 

 以上です。 

●高間委員長  議長。 
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●高橋議長  そのとおりだと思います。言葉足ら

ず、さらに言うと、やはりその示し方のですね、出

し方といいましょうか、その部分のやっぱり市の姿

勢のあり方というんですかね、協議会の中でですよ。

あと、やっぱり、日ごろのコミュニケーション、こ

れがやっぱり最も不足していたということが最大の

今日の状況を招いているんではないかというふうに

思います。これは、今後、そういった大きな課題が

浮き彫りになってきたわけですから、新年度以降、

そういった部分の要因をきちんととらまえてやって

いっていただきたいと思います。 

 そこで、先ほど熊谷委員からも質問が出た、新年

度以降、この協議会のあり方、進め方も含めて、い

わば、こういうふうに中途半端な今状況になってい

る、さらには医療体制そのもの、一番この重要な部

分が、現状として余り前に進んでいない状況でいる

ということを受けて、きょう、これ、3 月の予算委

員会ですから、新年度体制における部分で、この人

事云々のことは、私たち、どうこう言うつもりはご

ざいませんが、しかし、一方で、今日までの医師会

なりそういった医療関係者からの、いろんな、さま

ざまなお話を聞いていきましても、やはり先ほど熊

谷委員からもお話出ていたとおり、この取り進め方

云々もそうなんですが、やはり夕張の実情、現状を

よく理解してもらっている方が、やっぱり今後の医

療連携なり医療体制のあり方を進めていく責任者と

して、やっぱり添えてほしいんだという、こういっ

たご意見が出ているのも、お伝えしていると思いま

すけれども、これも出ているわけですよね。そうい

う状況を受けて、先ほど、今後の進め方、座長につ

いての部分で、まだ決まっていないがというような

ご意見でしたけれども、これ、ただ単にそれで解決

していいのかどうかなんですよ。本来であれば、も

う、今、目先に迫っている 25年度体制において、こ

こがきちんと、肝心かなめの体制づくりがまだ決ま

っていないということも、これまたおかしいんじゃ

ないですかということで指摘せざるを得ないんです

けれども、その辺ちょっと、どうでしょうか、これ、

市長に聞いたほうがいいですかね。 

●高間委員長  市長。 

●鈴木市長  議長からのご質問なんですが、新体

制につきましては、先ほどの熊谷委員からのご発言

にもありましたとおり、ご意見としてお伺いする中

で体制を固めていきたいと考えているところなんで

すが、現時点で北海道庁からの派遣職員等々につい

て正式に決定をしていない状況の中で検討しなきゃ

いけないという事情もございまして、この場におい

て、最終的な決定のお話がなかなかできないという

ような事情もございます。そういった人事の状況も

踏まえて、適切な人間で、事務局体制をしっかりと、

こういった反省も踏まえて、事務局全体で、皆さん

のそういった声を受け取れられる体制というものを

つくっていきたいと考えています。 

●高間委員長  議長。 

●高橋議長  理事職に伴う部分を、それは求めて

いるか求めないかも含めて、それは今この時点では

私はわかりませんが、北海道のほうにですね。ただ

し、一つ、じゃ、ここで、予算委員会、また新年度

における体制づくりの部分のあり方を検討するとい

う重要な予算委員会でありますから、一つ、これは、

ご要望といいましょうか、今後の体制づくりのあり

方で、一つ私のほうからもご提言しておきたいと思

いますけれども、先ほども出たとおり、私はこの医

療体制のあり方、ましてや今後の改築問題のあり方、

夕張にとっては非常にまちづくりの上でも中核を担

う、一番最も重要な案件だと思います。ましてや、

市民の安全安心を守る意味での確立という部分では、

これから輪番制のあり方も、先ほど言ったとおり、

当面はですよ、当面は、まず、医師会もそういう無

責任なことは、私はしないと思います。しかし、今

後の方向性のあり方によっては、これはわからない

という状況だと思います。であれば、なおさら、こ

の市の進め方、捉え方という部分で、そのやはり担

当に当たる方次第によっても、やっぱり大きな影響

が出てくるんではなかろうかと私は思います。です

から、ここから先は要望ですが、私は北海道から、
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そういう重要な役割を持って、今、出向者も含めて

トータルで 13名も来ていただいている、このご尽力

に対しては大変ありがたく、感謝も申し上げます。

しかし、こういう重要な部分を含めて、この辺の適

正かどうかも含めて、これはやっぱり整えるのが私

は市長の役目だと思いますし、どうであれ、大変失

礼ですけれども、今回は失敗しております。やはり

清水さんをもって、この座長という立場で今日まで

取り進められなかったということは、やっぱりこれ

は浮き彫りになっているわけですから、この辺の反

省も踏まえて新年度は臨んでいただきたいというこ

とを強く望みたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

●高間委員長  熊谷委員。 

●熊谷委員  今の議長の意見に関連してなんです

が、私も先ほど、この医療保健対策協議会に限って

のお話で、ぜひ、夕張のことをよく知ってらっしゃ

る方に座長的な立場になっていただきたいというよ

うな意見を申し上げたんですが、それも含めて、私

自身は、この 2年間見ていまして、市長の考え方で、

今、副市長を置かずに、理事という立場で、道から

の派遣されてきた方と東京都から派遣されて来た方

が副理事と、理事という立場で、副市長的なポスト

を担っていらっしゃるんですが、やはり私、これは、

大分弊害が出てきているんではないのかなというふ

うに思うんです。やはり夕張がこうやって再生団体

になって大変な状況にありますが、もちろん、ほか

の地域から、それから道からの支援というのは本当

に大事ですし、ありがたいというふうに思うんです

けれどもね、ですけれども、この大変な状況の中で、

夕張市のこれまでの状況のことをわかっていらっし

ゃる方が今後に向けていろんなことを取りまとめし

ていく、そういうことがやはり必要ではないのかな

というふうに思うんです。もちろん意見としてです

が、副市長的な方を、ぜひ、夕張市のことをよく知

っていらっしゃる、そういう方を副市長的な立場に

私自身は置いていただいて、さまざまなところで、

医療保健対策協議会だけではなくて、いろんなとこ

ろでそういう弊害が出ているように思うんですよね。

職員体制の中でも、いま一つ、指揮系統がどうなの

かなというところも垣間見えますし、責任の所在が

どうもはっきりしなかったり、指揮系統的にもどう

なんだろう、縦割りの中で、それぞれ皆さん頑張っ

てらっしゃるというのはよくわかるんですが、その

縦割りをしっかり統括していって、夕張市の今出て

きている問題点を、どこをどういうふうにまとめな

がら、どこに力を入れながら、そういうネットワー

クをつくり、庁舎の中で、そういう横の連携も含め

ていろんなことをやりながら対処していかなければ、

この人数では本当に皆さんご苦労されていると思う

んですが、そういう立場の方が、私は今、不足して

いると思います、職員の方たちの今、動き方を見て

いてね。皆さんご苦労されて、本当に頑張っていら

っしゃるんですが、そういう意味で、ぜひ副市長の

ことも考えていただきたいというふうに要望したい

と思います。 

●高間委員長  要望でよろしいですか。 

●熊谷委員  はい。 

●高間委員長  ほかにございますか。 

 藤倉委員。 

●藤倉委員  診療所医療問題について、最後とし

て言わせてもらいますけれども、今、市民の皆さん

の声を私が聞いている範囲では、一体どうなるんだ

ろう、市民の私たちのためなんだけども、一体どう

なるんだろう、今のお話聞いても、いいですか、こ

れから医療関係者の話し合いを持ちます、それが済

んだら医療対策協議会を持ちます、それが済んだら

拡大会議を持ちます、そして、できるだけ市民の声

を聞きます、市民の声をできるだけ聞くということ

は、これは全くありがたい話で、そのとおりです。

しかし、今の状態だと、医療協議会の答申にしたっ

て、これ一本化になるものかどうなのか。私、思う

んですけれども、答申でも、一本化できるものと、

いろいろ、行政の判断、決断をするために、答申し

ますけれども、一本化じゃありませんでしたという

のも、これまた事実、答申です。じゃ、一体、行政
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として、最終的にどの時点で、努力をさせてもらい

ます、できるだけ市民の声を聞く、しかし、どの時

点で行政判断をするのか。あくまでも、答申イコー

ル決断ではありませんから、答申は、何度も言いま

すように、行政判断、行政決断するための大事な一

つの要素です。それを踏んで、行政はいつどうする

のかと、そういうところに私は行き着くと思います。

これは答弁要りません。そういうふうに、今向かっ

ているところだと思います。これ以上時間がかかる

ということは、これは本当に、内容をよくするため

もありますけれども、逆に市民を不安に追い込むこ

とになりかねませんので、その辺はよく判断をして

もらいたい。意見として申し上げておきます。 

●高間委員長  意見としてよろしいですね。 

 ほかにございますか。 

 熊谷委員。 

●熊谷委員  それでは、教育のことで伺いたいと

思います。 

 今回、夕張高校の定員の中で、非常に、例年に比

べまして、夕張中学校から夕張高校に行く受験生が、

例年に比べると非常に減ったというふうに感じてい

るところなんですが、中学校から高校に行く、進路

指導とかもいろいろあるんですが、それがどういっ

たところに原因があったか、どんなふうに押さえて

いらっしゃるでしょうか。 

●高間委員長  教育長。 

●小林教育長  昨日、公立高等学校の 1 次試験の

結果が出まして、現在、私どもが承知しているのは

39名、市内の子どもが 38名と市外から 1名、計 39

名というふうにお聞きをしております。この後、来

週から 2 次募集等が始まるわけでありますけれども、

いずれにしましても、定数 2 間口のところを、現状

としては 1 間口という今の状況にあります。市内の

高等学校の 3 年生が、今回、議員がおっしゃられま

したように、従来に比べると非常に地元の高校に行

く率が低いということでありますけれども、私ども

は今まで、おおむね、大体 80％程度、多少の上下は

ありますけれども、そういう範囲の中で今年度も迎

えるのではないかというふうな期待をしていたわけ

ですが、結果的には 67％程度ということで、非常に

多くの中学生が市外の高等学校を希望したというこ

とであります。内容についてはいろいろあるんです

が、一つは、親御さんの転出といいますか、そうい

ったものに伴って出る者、それから、本人が、こう

いったスポーツをやりたいとか、こういった職業的

なことの関係で外に、ここの部分が比較的、例年に

比べると多かったということが言えるのではないか

というふうに押さえているところであります。この

後、2 次募集、どういう形になるかわかりませんけ

れども、私どもとしては、その結果を見ながら、4

月のなるべく早い段階で第 3 回目の高等学校対策委

員会を開催をして、今後の進め方について対応して

いきたいと、このように考えているところです。 

 熊谷委員。 

●熊谷委員  今の教育長のお話ですと、親の転出

に伴って、またはスポーツや職業ということで、例

年に比べ出る方が多かったんではないかというお話

でしたが、先日、中学校の卒業式のときに、校長先

生のお話の中にありましたのは、ちょっと厳しい言

葉があったかなというふうに思っています。私自身

も、保護者の方から、いろいろ問題があるんだとい

う、そういう相談というんでしょうか、お話を伺っ

たこともあります。今、全国的に、体罰の問題です

とか、いじめの問題とかで、そういうことで、非常

に、どこの地域でもそういったことがあるのではな

いかということで大きな論議になっていますが、夕

張中学校ではどうだったのか、どのように押さえて

いらっしゃるでしょうか。 

●高間委員長  教育長。 

●小林教育長  私どもは、基本的には、学校生活、

集団生活でありますから、その中にいろんな課題が

あって、子ども同士のトラブルや、あるいは指導を

めぐって、いろいろ問題が生じるということは、学

校生活である以上、ないということではないという

ふうに思います。問題は、そこからどのように教育

的な指導や、あるいは子ども同士のかかわり合いを、
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指導という枠組みの中で、子どもたちをどう育てて

いくのかということにも関連しますし、当然のこと

ながら、保護者との信頼関係、あるいは子ども同士

のかかわり、こういったものを通して、学校のほう

としては指導をいただいていると、私どもも必要に

応じて、必要な助言や、あるいは指導について行っ

ているというのが現状だろうというふうに思います。 

●高間委員長  熊谷委員。 

●熊谷委員  先ほど伺ったのは、いじめや体罰に

ついてどのように押さえていらっしゃいますかとい

うことをお聞きしました。各地域では、それぞれ、

いじめや体罰があるのかないのか、そういう調査も

されているようですが、夕張市ではどうなんでしょ

うか。 

●高間委員長  教育長。 

●小林教育長  全道的に、今いろんな形で調査を

しています。これは、小学校から中学校まで、いろ

んな形で子どもへのアンケートも年に 2 回とってお

りますので、この中では、幾つかの、それがいじめ

に該当するかどうかは別として、子どもたちの声と

しては上がってきている、そのことに対して、学校

のほうでは、十分な個々の対応をしているというの

が今の現状であります。それが、ほかの地域から比

べて特段多いとか少ないとかという私どもの認識は

ありません。 

 それから、体罰については、これは、道内的に、

今、小学校も中学校も、児童生徒、そして保護者に

対するアンケート調査みたいなのを現在やっている

最中でありますので、体罰の件については、それら

の結果が上がってきた段階でお話し、もしあればで

すね、そういったものがお話しできるのではないか

と。今、調査中であるということでご理解いただき

たいと思います。 

●高間委員長  熊谷委員。 

●熊谷委員  体罰についてはわかりました、調査

中ということですが、いじめについてはどうだった

んでしょうか。 

●高間委員長  教育長。 

●小林教育長  先ほども申し上げたように、今、

詳細な数値は持ち合わせておりませんけれども、幾

つか、自分がこういうことを受けた、これはいじめ

に感じたというのは、幾つか、数字としては上がっ

てきております。したがって、これらについては、

全て、どういう状況で、どうなって、それはもう解

決したものなのか、解決していないものなのか、解

決していなければ、今どういったような指導をして

いるのかということで教育委員会のほうとしては対

応して、内容的には、教育委員会のほうとしては承

知をしているというところでございます。 

●高間委員長  熊谷委員。 

●熊谷委員  以前、委員会のときに、いじめのこ

とを質問したときに、夕張では、いじめはありませ

んという答弁があったやに記憶しているんですが、

いじめはあったということでよろしいんですね。 

●高間委員長  教育長。 

●小林教育長  具体的に何を、どのケースの場合

を、いじめがあった、ないのかということをご質問

されているのか、ちょっと存じ上げませんけれども、

先ほども申し上げましたように、学校の中では、子

ども同士のいろいろなぶつかり合いや、あるいは、

それが、中には 1日で解決するものもあれば 1週間

かかるものもあり、それから、1 カ月かかっても、

まだお互いに解決し切れないもの、そういったもの

については、私どもは、ないとは、いじめはありま

せんということは言っていませんけれども、決して、

それらの問題が放置されてそのままになっていると

いう理解については、私どもは持っておらないとい

うことでありますので、その点について理解をいた

だきたいと思います。 

●高間委員長  熊谷委員。 

●熊谷委員  保護者の方からいただいた相談の中

では、子ども同士のそういうやりとりの中で、トイ

レの水を飲めと言われたというようなことも伺いま

したし、また、教師の指導の中で、そういうことを

やっていたら、高校進学の面倒は見ないぞと、そん

なふうに言った先生もいらっしゃったと、そんなふ
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うにも伺っていますので、今後、ぜひ、そういった

ことがないようにというんですかね、本当に、今全

国的に、生活が大変な方たちがどんどんふえている

中で、親の気持ちもすさんできますし、そういった

ことは子どもたちにも本当にすぐに反映していきま

すし、そういうときだからこそ余計に教育のあり方、

先生たちが本当に心して生徒に当たってもらうとい

うことが非常に大事な時期だというふうに思うんで

す。そういったことをぜひ、今後も教育行政の中で

先生たちにもぜひ指導していただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

●高間委員長  要望ということでよろしいですか。 

 要望ということなので、お願いします。 

 ほかにございますか。 

 小林委員。 

●小林委員  先ほど、高校の部分なのですけれど

も、そういう中で、今の現状、多分、相当前から生

徒数がこれから減少してくるという部分は想定され

ていたと思うんですよね。私どもも、そういう中で、

それぞれの地域の子どもさん見て、減少が起きてく

るのはわかった部分はあったんですけれども、予想

以上に生徒数が減っている中で、今、実際、高校対

策協議会が行われている中で、その部分で今どのよ

うな状況の中で話が進められているのか、もし、こ

こで話せる部分があるとしたら、若干お聞かせいた

だきたいと思います。 

●高間委員長  教育長。 

●小林教育長  高校対策委員会では、今後減少す

る子どもたちの、中学 3 年生ですね、これらの減少

に伴って、夕張高校をどういうふうに地域の高校と

して位置づけ、今後どういう方向に持っていくのか

ということを一つ大きな主眼にしながら対策会議を

しているものであります。2回目の会議、2月に行い

ましたけれども、この中では、北海道教育委員会の

新しい高校推進室のほうから来ていただいて、道教

委の持っている指針の考え方についてお聞きをし、

そして、委員の皆さんからいろんな質問をして終わ

ったところでありますけれども、これは、現実、市

内の高等学校、ことしは先ほど言ったような入学試

験の状況でありますけれども、これは来年度もです

ね、今度の中学校 3年生、これは 47名か 48名だと

思いますけれども、これの 8割で、仮に 80％で計算

をしても、大体 40 行くか行かないか、40 をちょっ

と超える、こういう状況があります。したがいまし

て、この間口の問題を今後どうしていくのかという

ことが一つあります。その翌年は六十数名の現在の

中学 1年生がいますから、これはことしと同じ 67％

ぐらいをやっても 40 名を超えるという状況になり

ますので、この辺の間口の問題をどういうふうにす

るのかというのが今後出てくるだろうと。それから、

28 年以降については、市内の中学卒業生が 40 名を

切るという、そういう状況になってまいりますので、

ここからは、ある意味、相当頑張っても、なかなか

2 間口にはならないという状況が生じてきます。し

たがって、この 27 年、28 年の、これらの状況を見

ながら、今、道教委が、夕張みたいな進学率が 50％

以上を超える 1 間口校については、センター校とキ

ャンパス校、いわゆるキャンパス校として維持をさ

せていくと、こういう考え方を持っておりますので、

それらの考え方と地域の要望をどう合致させていく

のかと、こういう課題が、今後、この高校対策委員

会の大きな課題になってくるだろうというふうに思

っているところであります。 

●高間委員長  小林委員。 

●小林委員  そういう中にあって、これらは今、

対策委員会の中で十分協議されていると思いますけ

れども、当然、親御さんにいろいろな形の周知、こ

れからの夕張の生徒の現状の部分を十分知らせてい

ただいて、その部分の中で、親御さんの判断が的確

にできるような進め方を、これは要望としてお願い

をいたしたいと思います。 

 以上です。 

●高間委員長  関連で、ございますか。 

 別件ですね、藤倉委員。 

●藤倉委員  お聞きいたします。税と使用料の滞

納についてお伺いします。特に使用料で、住宅使用
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料、水道費の使用料、過去から大変な数字に膨れ上

がっておりますけれども、今現在、この滞納状況は

どうなっているのか、改善されているのかどうなの

か、特に、冒頭言いました住宅使用料の滞納の増減、

水道使用料の滞納の増減、その原因等についてお聞

かせ願います。 

●高間委員長  担当課長。 

●三浦税務担当課長  滞納全体という観点で、総

体的なお答えをまず私のほうからさせていただきた

いと思います。各委員ご承知のとおり、公式的なも

のとしては、平成 23年度の決算委員会においてご提

示した、まとめてある資料、これについて再度お知

らせをさせていただきたいと思います。市税、国民

健康保険料、各保険料、住宅使用料等々含めまして、

総体では、最後の数字を先に申し上げますけれども、

平成 23年度の決算時において、7億 1,089万 1,000

円の未収金ということで公表をされておりますし、

議会側のほうにも資料を提供させていただいており

ます。 

個別のほうも申し上げたほうがよろしいでしょうか。 

そのときの数字によりますけれども、住宅使用料と

いたしましては、平成 23年度決算時、4億 5,121万

8,000円、水道使用料につきましては 5,213万 3,000

円ということで押さえております。 

 以上です。 

●藤倉委員  数字はわかりました。私がお聞きし

たいのは、この改善策について、どのようなことを

今されておるのか、しようとしているのかというこ

との点です。住宅、水道についてお聞きします。 

●高間委員長  建設課長。 

●細川建設課長  滞納徴収の取り組みについて、

私のほうから、現在行っていることについて説明さ

せていただきます。 

 随時の取り組みとして、納付誓約をいただいてい

る中で、そのまま滞っているという方もいらっしゃ

います。それと、3 カ月連続して滞納になっている

というそういう状況の方については、現在、随時、

電話による納付指導や呼び出しによる納付相談を受

け付けているという状況にあります。また、6 月と

12 月に一斉催告というのをやっていますけれども、

今回 1 月には、この一斉催告で、さらに、随時の中

でもなかなか連絡がいただけないという方やなんか、

そういう方を 13名抽出して、臨戸訪問をやりながら、

文書を手渡して、期日を決めて、相談に来るように

対応したところです。これについては、一応、13名

中 11件の方が来庁されて、一応納付誓約されて、現

状では納付を確認している状況にあります。滞納に

対して悪質な方に対しては、その経過を踏まえて、

今後、明け渡し訴訟等をまた提起していくような形

になると思います。現状での取り組みについて説明

させていただきました。 

●高間委員長  水道課長。 

●天野上下水道課長  水道会計としましては、23

年度、これにつきましては、給水停止の予告、また

停止通知、これを 5 回行っております。そのうち、

再契約、23年度によって新規に再誓約したもの、ま

た誓約したもので 79名です。うち、過去からの誓約

の中で完納した者につきましては 23名おります。し

たがって、今年度も、来年度も、23 年と、また 24

年度も実施しておりますけれども、同じような方法

で滞納対策を取り組んでいきたいと思っております。 

 以上です。 

●高間委員長  藤倉委員。 

●藤倉委員  わかりました。申し上げるまでもな

く、市税の少ない中で、滞納が多くなると大変なこ

とになります。皆さんのご苦労はよくわかりますけ

れども、なお一層の、市にご努力をお願いしたいと、

このように思っています。ありがとうございました。 

●高間委員長  ほかにございますか。 

 熊谷委員。 

●熊谷委員  生活保護について伺います。生活保

護の生活扶助基準というのが切り下げが決まって、

さまざまな影響が出てくるかというふうに思うので

すが、市では今、どのような影響が出るというふう

に考えていらっしゃいますか。 

●高間委員長  保護係長。 
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●増子生活保護係長  生活保護係の増子と申しま

す。厚生労働省からのホームページからの情報提供

によりますと、まず、個人住民税の非課税限度額な

どは、25年度は影響はございません。26年度以降に

おいては、税改正において対応するというところで

情報提供をいただいております。その他生活扶助基

準の見直しに直接影響を受ける国の制度なんですけ

れども、例えば就学援助、保育料の免除、児童養護

施設等の運営費等なんですけれども、でき得る限り、

その影響が及ばないよう対応することを基本的考え

方とするというところでお示しいただいております。

ただし、生活保護と同様の給付を行っているような

制度、例えば、夕張はないんですけれども、中国残

留邦人等の給付は、生活保護の基準の例により給付

を行うということでお示しをいただいております。

地方単独事業、例えば準要保護者に対する就学援助

なんですけれども、国の取り組みを理解した上で、

各自治体において判断していただくようということ

で情報提供しております。 

 以上です。 

●高間委員長  熊谷委員。 

●熊谷委員  まだ決まったばかりで、これからと

いうところもあり、経過措置もあったりというとこ

ろだというふうに思います。非課税の方が今度は課

税になったり、国保料とかそういうところにも非常

に影響があるというふうに懸念されるところなんで

すが、今、最後のほうにありました就学援助につい

て伺います。夕張では今、就学援助は生活保護の 1.1

倍ということなんですが、出てくる影響と、それか

ら、そのことに対してどのように市として考えてい

らっしゃるのか、お聞きします。 

●高間委員長  教育課長。 

●秋葉教育課長  ただいま熊谷委員からご質問の

ありました、生活保護の基準改定によります夕張市

における準要保護の影響でございます。今、熊谷委

員ご指摘のとおり、夕張市については、生活保護基

準の 1.1 倍というラインで要否の判定を行っている

ところでございます。国の制度の中身が、まだ全て

明らかになっていないという中で、今ここで、その

影響についてということはなかなか申し上げにくい

ところがあるんですが、教育委員会といたしまして

は、極力、実際の影響が出ないような、そういう形

で準要保護の認定については行ってまいりたいとい

うふうに考えています。 

 以上です。 

●高間委員長  熊谷委員。 

●熊谷委員  まだ不確定な中で大変なことだとい

うふうには思うんですが、1.1 倍という、ほかの地

域は 1.2倍、1.3倍というところもある中で、1.1倍

という状況で、さらにその準要保護の方たち、生活

保護基準が切り下げられますと、またさらにそれが

狭められるという、そういうおそれがあるというふ

うに思います。本当に今、教育にもお金がかかる時

代で、そういったことが子どもたちに大きく影響し

ますので、ぜひとも、今、課長がおっしゃられたよ

うに、影響がない方向で考えていただきたいという

ふうに強く要望いたします。 

●高間委員長  要望ということでよろしいですね。 

 ほかにはございますか。 

 厚谷委員。 

●厚谷委員  今までの質問とちょっと変えたいと

思います。きょうは、予算審査をする委員会という

ことでございますから、傍聴の方もたくさん来てい

らっしゃいますし、いわゆる市政執行方針というの

は、市長あるいは教育行政の中で、平成 25年度、ど

ういう仕事をするのかというのをお示しいただいた

ものだと思います。それを裏づけるのが、きょう、

あすで審査を行う予算の具体的な内容ということに

なると思いますので、その一番私が課題として今議

会の中で感じました三者協議、まちづくりの基本的

な考え方の先頭に据えられておりますので、この点

について確認をさせていただきたいと思います。 

 それで、まず最初に、今年度、平成 25年度におい

ての三者協議の予定ですが、現在のところ決まって

いるかどうかということ、それと、私としては、昨

年 7 月に開催ということだったんですが、これは国
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や北海道のご都合もあるでしょうけれども、先日、

本会議でもお話をさせていただいたとおり、翌年度

以降の計画変更ですとか予算措置と大きくかかわる

問題が多数あるというふうに思うんですよね。その

中で、市長も、行政のみならず、市民、議会一体と

なってということであれば、やはりここは、ある程

度の形というものをつくりながら三者協議に臨んで

いく必要があるんではないかなというふうに感じた

ところなんです。 

 それで、ちょっとお尋ねいたしますけれども、平

成 25 年度の日程について現段階ではどうなってい

るかということと、私としては、この三者協議の日

程といいますか、開催時期については、ある程度固

定をしていくという必要があるんではないかという

ふうに思うんですが、そのあたりのご見解をお尋ね

します。 

●高間委員長  財務課長。 

●石原財務課長  厚谷委員のご質問にお答えした

いと思います。 

 三者協議についてということであります。そのう

ち、まず 1 点目でありますけれども、今年度、来年

度ですね、平成 25年度の開催予定、これは日程的に

決まっているのかというご質問でございますが、日

にち的には、まだ決まっておりません。 

 それから、2 点目でございますが、開催時期、こ

れについては、予算措置にかかわる問題として捉え

ての三者協議については、開催期日を今後も固定し

たほうがよいのではないかというご意見であります

が、それらを含めまして、昨年は、1年の間で、国、

道、夕張市が、どの時期が一番協議開催ができる時

期なのかということをいろいろ検討した中で、7 月

という実施に至ったわけでございます。したがいま

して、この時期について最も開催にふさわしい時期

というふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

●高間委員長  厚谷委員。 

●厚谷委員  済みません、私の聞き方が悪かった

のかもしれないんですが、市長のほうからもお尋ね

をしたいと思っていたんですが、今の財務課長から

の回答でということであれば、ちょっと次に進めさ

せていただきたいと思いますが、一方で、今回の市

政執行方針の中にも記述がございます。国の実務者

に夕張の実態を見ていただいたところであり、その

際、見ると聞くとでは大違いとの発言もありました

ということなんでございますが、そういう意味から

すると、やはりこの三者協議の中で、いわゆる協議

題として持ち込むもの、要するに、計画変更であっ

たり予算措置であったり、そういうものもあります

が、それ以外の課題というのも夕張はあるんじゃな

かろうかというふうに思うんですよね。実際、日々

の行政運営の中で、さまざまな問題があります。後

ほど改めて質問をいたしますが、行政執行体制の問

題もそうですし、例えば、平成 25年度以降、サポー

トセンターがなくなって、職員が再び業務に従事す

るというような、そういう詳細なものも含めていろ

いろあるかというふうに思うんですが、いわゆるそ

の協議題に乗せるものと、それ以外のもの、それ以

外のものは懇談という席になるかというふうに思う

んですが、そういうところに持ち込んでいく課題の

整理、これについては、継続していると思いますけ

れども、新年度としては 4 月以降直ちに開始をする

ということでよろしいでしょうか。 

●高間委員長  市長。 

●鈴木市長  厚谷委員ご指摘の、協議課題の選定

等については、今回の予算の、今、議会であります

けれども、終了後、予算に反映したもの、そうでな

いもの等、また、懸案事項の整理等については早急

に開始をし、検討をスタートしたいと考えています。 

●高間委員長  厚谷委員。 

●厚谷委員  わかりました。それで、先日、本会

議の中でも若干触れさせていただいたところではあ

るんですが、昨年、三者協議までの過程といいまし

ょうか、見ていく中で、確かに議会懇談会の中で出

た意見ですとかも十分酌み取っていただいているも

のも多々あったかというふうに思うんです。それで、

先ほど財務課長のほうからお話がありました、仮に
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平成 25年度、三者協議の開催が 7月ということにな

れば、新年度の中で言うと、4月、5月、6月、おお

むねこのあたりで協議に付す内容についてまとめて

いかなきゃならない、いわば、特に計画変更、予算

措置の必要なものについては、こういう早い時期か

ら対応していかなければ、26年度以降間に合わない、

これがやはり夕張の現状だと思うんですよね。その

中で、先日本会議の中でも申し上げさせていただき

ました。ぜひ、ことし、そのあたりは行政側のほう

でもご検討いただきたいんですが、昨年、議会が開

催した懇談会などでいただいた意見などについて、

先ほども申し上げたとおり、酌み取っていただいた

部分もあるということなんですが、実は、その議会

として議論する中でいけば、まだあったんじゃない

だろうかと、ぜひ、その三者協議に持ち込んでいた

だきたいもの、なかなかそういうところが協議する

時間が少なかった、あるいはなかったというような

状況だったというふうに思います。最終的に三者協

議に臨むのは行政側ですから、私たち議会がどこま

で意見反映をして、それをどう持ち込んでいただく

かというのは、また行政のご判断に委ねられるとこ

ろだと思うんですが、ぜひ、そのあたりの対応も考

えると、7 月開催、残り 3 カ月、それで、議会側が

市民の皆さんからお預かりしたものも十分酌み取っ

ていただきたいとなれば、議会もその間の中で、懇

談会だとか開催していかなきゃならないと、こうい

うスケジュール観になってくるわけですよね。です

から、ちょっと長くて、くどくて申しわけありませ

んが、ちょっと整理すると、そのあたりの日程組み

立て方というのもございますので、ぜひ十分協議を

させていただいた上で作業を取り進めていただきた

いと思うんですが、その点についてお考え、改めて

お伺いしたいと思います。 

●高間委員長  市長。 

●鈴木市長  厚谷委員のお話のとおり、最終的に

は実務者レベルでの協議の中で議論をし、方向性を

決めた中での予算化の中では、また別途、議会の中

での議論という形に当然なっていくわけですが、時

間の短い中で、前回、なかなか議会の皆さんとそう

いった意見をいただく機会が少なかったというご指

摘は大綱質問でもいただいておりますので、限られ

た時間の中ではありますけれども、どういった形で

皆さんからご意見をいただく機会をつくるのかとい

うことは努力をしていきたいと考えています。 

●高間委員長  よろしいですか、厚谷委員。 

 ほかにはございますか。 

 島田委員。 

●島田委員  25 年度の臨時事業についてですが、

かなりの部分、懸案事項とされたものだとかが組み

込まれております。その中にハンカチ基金が多く入

っていると思うんですが、これ、特定事業として組

み込んだものなのか、そうでないものなのか、お知

らせください。 

●高間委員長  財務課長。 

●石原財務課長  島田委員のご質問にお答えしま

す。 

 臨時事業についての財源等の問題で、ハンカチ基

金が結構多く充当されているということなんですけ

れども、これらについては、その特定した指定寄附

による、その対象となる事業を充てたというところ

でございます。 

●高間委員長  島田委員。 

●島田委員  ハンカチ基金が入っているのは 5 事

業ぐらいあったと思うんですが、これ、全部、特定

事業でいただいたものという理解でよろしかったで

すか。 

●高間委員長  まちづくり室長。 

●熊谷まちづくり企画室長  島田委員のご質問に

お答えいたします。 

 先ほど財務課長からお話があったのは、特定の事

業として特定の寄附、指定されているものに関して

はもちろんのことで、財源として活用させていただ

きたいということで、予算として、歳入として見て

おります。そのほかにも、まだ確定していない要素

がある財源が必要な事業もございます。一つ例を挙

げますと、民間賃貸住宅の建設促進の補助ですとか
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ということで考えている部分がございます。こちら

に関しては、ハンカチ基金総体の中の積み立ての中

で、寄附をしていただいた方の意思に沿ったものと

いうことで、今回、財源として張りつけております

けれども、ほかの財源を考えていないわけではなく、

その財源が確定した段階で、また財源振替という、

そういう手法で振りかえていくものもあるというふ

うにお答えしておきたいと思います。 

●高間委員長  よろしいですか。 

 島田委員。 

●島田委員  いわゆるハザードマップですとか、

小中学校のパソコンの整備ですとか、これ、一度や

れば何年かしなくていいという事業もありますけれ

ども、今一番最後に言われた、民間賃貸住宅の建設

費の補助ですよね、これ、単年度で終わるべきでは

なくて、成果にもよると思うんですが、長年続けて

いかなければならないと私は思っているんです。ま

た、本会議でも、市民向けに使っていただく分は当

然だと思っているんですが、行政でやっぱり、市と

して、これから足らない部分は、ハンカチ基金を使

ってでも、市民が豊かになるんなら使うべきという

考えで質問したこともあるんですが、その辺の方向

性ってどうでしょうか。 

●高間委員長  財務課長。 

●石原財務課長  ご質問にお答えします。 

 今、まちづくり推進室長が言いました、例えば民

間賃貸住宅というものについては、委員ご指摘のよ

うに、単年度で終わる事業ではございません、これ

は継続的な事業というふうになります。そこで、ハ

ンカチ基金を 25年度はこれを充当しております。そ

して、そのほかにも国の交付金を張りつけておりま

す。それで、ハンカチ基金というのは限られた財源

であってということで、いつまでもいつまでもとい

うことではないとは思いますが、それで、寄附者の

意向を早く尊重して事業を実施したいという考え方

でございます。それで、地域振興に寄与するという

目的でもって、今回、この民賃についてはハンカチ

基金を使わせていただいたということでございます。

今後も、このような考え方でもって使わせていただ

きたいというふうに思っております。 

 以上です。 

●高間委員長  よろしいですか。 

 ほかに。 

 熊谷委員。 

●熊谷委員  関連でお聞きします。今、ハンカチ

基金のお話が出ましたが、先日、上期のハンカチ基

金の応募が締め切りになったと思うんですが、応募

状況ですとか、それに至った経緯、考えられる原因

っていうんですかね、教えていただきたいと思うん

ですが、いかがでしょうか。 

●高間委員長  室長。 

●熊谷まちづくり企画室長  上期の応募状況でご

ざいますが、まず、20万円を限度額としております、

まちづくりに資する事業ということで応募が 15 件

ありました。それから、5 万円を限度としておりま

す、書類審査のみで終了するそちらに関しては、8

件ございました。最後、予算の関係になりますけれ

ども、今回ご審査、提案しております予算の中では、

年間 500 万円の中で考えておりますので、半分、上

期は 250 万円を予定しておりまして、その中で言う

と、多少オーバーしているという状況でございまし

て、ただいま、委員 3 名で審査を行いまして、結果

をこれから取りまとめ、考えているところでござい

ます。 

 内容といたしましては、通年でなさっている事業

も当然ありまして、今取りかかるのではない、来年

の 3 月に実施する事業ですとかも上期に応募されて

いる団体もあるようです。なおかつ、下期に、では、

これから着手するものばかりが出てくるかというと、

またそうでもなく、既に完了している事業について

の応募もあるところで、何とも読めないというのが

私の感想なんですけれども、皆さん非常に、これか

らやる事業について、なかなか見通しが立たない中

でいろいろ着工すること、着手することができない

中で、早目早目に応募したい、早目早目に財源を確

保したいということで、どうしても上期に集中する
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という傾向が出るのかなというふうに考えておりま

す。ただ、こちらに関しても、委員の方にご審査い

ただいて、点数をつけて上から順番にということで

やっている現状なんですけれども、実際には、その

内容について非常に優劣があるわけではございませ

ん。皆さん、それぞれまちづくりに資する事業のた

めに一生懸命考えて、一生懸命財源を確保して、ま

た一生懸命実行しようとなさっていますので、そう

いう中にあって、果たして、この 20万円という限度

額がいいのかということについても、委員からご意

見を伺ったところでございますし、その 5万円と 20

万円のバランスも考える必要がある時期に来たので

はないかなというご意見を伺ったところでありまし

て、また下期の応募状況を見ながら、議員の皆様に

もお諮りして考えてまいらなければならないのかな

というふうには考えております。 

●高間委員長  熊谷委員。 

●熊谷委員  基金が、やはり財政破綻のときに、

市民活動に予算づけをしていけないという市の状況

の中で始まった、そういう、全国から寄附を募ると

いうことだったというふうに思います。先ほど島田

委員のほうからは、ハンカチ基金、どんどん市の政

策的なことに使ったらどうかというようなご意見も

あったかというふうに思うんですが、もちろんそれ

も否定はしませんが、私自身としては、年間 500 万

円というふうに区切るのが本当に必要なのかどうか、

今、夕張のまちづくり、皆さん頑張ってらっしゃる

中で、ハンカチ基金もらえなかったからできないん

だよねということにしたほうがいいのかどうか、そ

のことについても、今後検討していく必要があるの

ではないかというふうに思うんですが、いかがです

か。 

●高間委員長  室長。 

●熊谷まちづくり企画室長  委員ご指摘のとおり、

さまざまな意見があるかと思います。皆様の寄附の

意思に従って、早いうちに使うほうが効果的という

意見もありますし、熊谷委員のおっしゃるように、

500 万円にこだわらずというご意見もあるかと思い

ます。長くもいいし、また、使えるときになるべく

早くというご意見もありますので、その辺、いろい

ろご意見をお聞きして調整してまいりたいと思いま

す。 

●高間委員長  よろしいですか。 

 それでは、ハンカチ基金についての関連、ほかに

ございますか。 

 藤倉委員。 

●藤倉委員  消防にお伺いします。消防の不祥事

があって以来、心配されるのは、消防職員の健康状

態、特に精神的な健康面で問題がないのか。関連あ

るなしにかかわらず、消防職員の自殺者も出たよう

に聞いていますし、それに伴って消防職員の健康状

況、特に精神状況がいかがなものか。一部の報道に

よりますと、何か、夕張の消防職員の大方は病的な

状態にあるやに報道されていることも聞いています

けれども、その辺について、ちょっと、何かあれば

お聞かせください。 

●高間委員長  消防長。 

●増井消防長  藤倉委員のご質問なんですが、や

はりメンタル面につきましては、精神的に疲憊して

いる職員がいることは事実です。こうしたことから、

岩見沢保健所の保健師による心のチェックを全職員

対象に実施しているところです。現在のところ、直

ちに医療の必要となる職員はいませんが、引き続き

岩見沢保健所の保健師による指導を受けながら、心

のケアに努めてまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

 以上です。 

●高間委員長  よろしいですか。 

 清水理事。 

●清水理事  先ほど、藤倉委員のご質問の中に、

職員の死亡の関係についての発言が、ご質問があり

ました。消防職員の死亡原因につきましては、警察

等から何の発表も受けていない現状でございまして、

この場で触れることはちょっとできないものと考え

ておりますので、発言は控えさせていただきたいと

思います。 
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 以上です。 

●高間委員長  熊谷委員。 

●熊谷委員  この消防の、今ありました保健所の

メンタルチェックを受けているという、そういった

ことも議会の中でそういう報告は聞いていなかった

なというのが一つあります。それから、先ほど私が

言いました、教育のいじめの問題なんですが、いじ

めについても、議会の中で報告というのがなかった

なというふうに思うんです。情報公開がきちんとさ

れていて、みんなでその情報を共有しながら、しっ

かりまちづくりをしていくということが非常に大事

だというふうに思いますので、情報がきちっと共有

できるようにお願いしたいというふうに思います。

要望です。 

●高間委員長  よろしいでしょうか。 

 それでは、皆さん、まだ、消防関連のほうはまだ、

それぞれ委員のほうからもあるかと思いますので、

とりあえず、ここで終わらせていただいて、昼食休

憩をとりたいと思います。 

 それでは、午後 1 時から引き続き行いたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

――――――――――――――――――――――― 

   午前１１時５７分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

――――――――――――――――――――――― 

●高間委員長  この予算委員会は、新年度におけ

る予算案並びに執行方針にかかわる審議をしてまい

りますので、どうかその点を含みおいて質疑をお願

いしたいと思います。 

 それでは、休憩前、消防の関係がございましたの

で、そこから始めたいと思います。 

 小林委員。 

●小林委員  消防の関連の部分で、これも予算に

もかかわることなんで、ちょっとお聞きしたいんで

すけれども、消防の今の救急救命士の体制がどのよ

うになっているかという部分で、これ、今どのぐら

いの人数で、今後、これから必要な部分をどのよう

に確保していくような考え方があるのかと、現在の

状況を聞かせていただければと思います。 

●高間委員長  消防長。 

●増井消防長  救命士の充足率なんですが、取得

人数は 11名おります。11名のうち、管理職が 4名、

充足率が 28.95 になっております。それで、今後な

んですが、再生計画に盛り込んでいる中で、今年度

1 名、既に卒業して帰ってきました、それで 12 名。

そしてまた、来年度につきましては 1 名派遣予定で

おります。実際、今、救急 2 台運用しておりますの

で、1台に1人ということで考えますと、3グループ、

片番、両番合わせて 6 グループあるので 6 人、そし

てまた休みの関係もありますから 12 名が確保でき

ればいいのかなと考えております。 

●高間委員長  小林委員。 

●小林委員  ということは、現在の充足率という

部分についての今の体制では支障はないという部分

で理解いたしますけれども、今後やっぱりいろんな

部分で、これ、必ず資格を持った救命士の部分が入

ってこられる方と、新たに資格を取っていただくと

いう両方で、今後ですよ、考えていくのかどうかと

いうのをお伺いいたします。 

●高間委員長  消防長。 

●増井消防長  現在 11 名という数がおりますが、

そのうち管理職が 4名なので、実際のところ 7名と

いう形で、今、回しております。それで、今後につ

きましても、一応、消防の定数がございますので、

その中で、救命士が足りないときには救命士採用と

いう形で採用をかけますが、そのほかについては、

一般救命士以外の職員をあわせて考えていきたいと

思っております。 

●高間委員長  小林委員。 

●小林委員  理解いたしました。その部分と、い

ろんな部分での資格、免許というのは、民間である

と、いろんな部分で、例えば大型の免許とかという

部分で、何年か年数を区切って、例えば 1 年でやめ

ますよとかいう部分では、お返し願いますよという

部分があるんですけれども、今の消防の体制という

のは、そういう部分というのもあるんですか。 
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●高間委員長  消防長。 

●増井消防長  各種資格なんですが、いろいろご

ざいまして、大型免許、小型船舶、水難救助、クレ

ーン、玉掛け、ガス溶接、酸素欠乏、硫化水素対応

等の資格があるんですが、大型免許につきましては、

現在のところ 34名が取得しておりまして、充足率が

89.47％ということで、今後、随時、あと 3 名ほど、

若い職員で持っていないのがおりますので、その部

分については随時取らせていきたい考えではおりま

す。 

●高間委員長  小林委員。 

●小林委員  それで、民間とかいろんな部分では、

免許というのは、資格というのが、それぞれ必要が

あって取るわけですね。その中で、当然経費として

出すわけですけれども、例えば 1 年で退職しちゃっ

たら、そのかかった費用は返してもらいますよとい

うような形はないんですよね。 

●高間委員長  消防長。 

●増井消防長  それはございません。 

●高間委員長  小林委員。 

●小林委員  わかりました。 

●高間委員長  ほかにございますか。 

 小林委員。 

●小林委員  また消防ですけれども、私は本会議

の大綱質問の中にも入れさせてもらった中で、特に、

私も今回の不正経理に関してのマニュアルという部

分も、その中での考え方を聞いてまいったつもりで

いますけれども、そういう中で、職員と団本部のか

かわり方の中で、なかなか私ども理解できないのは、

会計処理、団にお任せしましたという中で、当然、

予算が執行される中で、本会議では、これ、処分な

どもかかわるべきだという話もさせていただきまし

たけれども、当然、これから長い将来見たときに、

信頼関係をお互い、各分団まで含めると、団本部、

それから職員のかかわり方というのが、そういう中

で私は必要性があると考えています。必ずかかわっ

て、予算を出した以上、有効な使われ方をするのが

本来の姿であって、その部分が、不正を防止するた

めに、こういうマニュアルをつくりましたし、当然、

団本部で負荷のかかることでもありますし、いろん

な形で信頼関係の中で、そういう部分を消防の中で

かかわって、金銭的なことで大変慎重に扱うべきも

のとは思っていますけれども、そういう部分を今後

取り進められないものなのかどうか、お聞きをいた

します。 

●高間委員長  消防長。 

●増井消防長  金銭面につきましては、やはり多

くの目で確かめなきゃだめなので、その辺について

は、実際かかわる団本部の方たちをメインにして取

り進めてまいりますが、そのほか、消防署と団のか

かわりについては、いろいろな現場での対応、また、

各訓練等を通しまして、いろいろな接点があります

ので、その辺については今まで以上に、変わらず信

頼関係を築きながら私はやっていきたいと考えてお

りますので、今後とも一生懸命そのようにやってい

きたいと思っております。 

●高間委員長  小林委員。 

●小林委員  これは、今回の不正な経理の部分を、

これは了としなければならない、反省は当然してい

く中で、そういう検証が終わった中で、これとこれ

だけやっていけば、そういう部分が触れないと。も

しかしたら、これは失礼な言い方なんですけれども、

団本部で任せて、団本部が不正を行った場合は、こ

れは団本部だから私たちは関係ないよというもので

はないと思うんですね。そういう部分を踏まえても、

いろいろなかかわり方の中で信頼関係を築く部分の

努力というのは必要かと思うんですけれども、その

部分を踏まえて、よろしいですか。 

●高間委員長  消防長。 

●増井消防長  もちろん団本部に任せて、もしそ

のようなことがあった場合については、私たちは全

然かかわっていないので知りませんよというふうに

はならないのは重々承知しております。ですから、

今後とも、お金の振り込み方とか使い方とか、そう

いうものについては、これは何ですよというものに

ついて明確に団本部の方にお知らせして、はっきり
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そのお金の流れがわかるようにして、今後、間違い

ないように取り進めてまいりたいと思っています。 

●高間委員長  小林委員。 

●小林委員  今の、返答いただきましたけれども、

これらにつきましては、当然、不正防止マニュアル

も含めて、これらの前提の中での考え方にもかかわ

ることだと思いますけれども、そういう中にあって

は、それぞれ本会議でも私が申し上げたとおりに、

当然やっぱり、統括的な、予算が出される中で、こ

れ、総務あたりが当然かかわっていくべきものと考

えていますけれども、その辺も言わせていただきま

したので、これは私のほうは要望とさせていただき

ますけれども、かかわっていただきたいという部分

でお願いをいたします。 

●高間委員長  総務もしっかりとかかわっていく

ということで、要望ですね。 

 角田委員。 

●角田委員  ただいまの、最後の確認の部分なん

ですが、団本部に対して、ふだんの活動の中で費用

を支出すると。これまでの説明では、直接的に会計

には職員はかかわらないこととするという、いわゆ

る再発防止という観点でそういう方向性があったか

と思います。ただ、実質的に公金を支出するに当た

って、やはり適正に執行されているかをチェックす

るのは、やはり公金を支出した側の責任でもあると

いうことの関係から、今、小林委員がお話ししたと

思うんですが、いわゆるチェック体制、出金したお

金がしっかりと使われているかという確認は、どな

たがなさるんですか。 

●高間委員長  総務課長。 

●及川総務課長  今のご質問にお答えいたします。 

 チェック体制につきましては、マニュアルの中で

新たな様式をつくっております。特に現金の出し入

れにつきましては、団体等通帳持ち出し記録簿と、

それともう一つ、通帳及び印鑑管理者届出簿、そう

いうものをきちんと明確にして、所在、そして運用

については誰が行うのかという、そういう書類での

チェック体制はできております。ただ、団本部と職

員との、この経理の流れというのは、現実的な対応

から、どうしてもやむを得ない場合については、団

本部の団員のみならず、職員もかかわることがある

という、そういう実質的なマニュアルにしておりま

すので、その部分につきましては、今後明確に文章

化して、業務の内容等については総務も合意しなが

ら、その辺は確認して取り進めていこうと思ってお

ります。ただ、現金の取り扱いにつきましては、従

来、一人で行うという、そういう手続上の問題もあ

ったものですから、本部の職員等、一人が管理する

わけではなく、体制の中で管理していくようなこと

を十分注意しながらやっていくものであります。 

●高間委員長  角田委員。 

●角田委員  基本的に、原則は団のほうにお任せ

をする中で、やむを得ない場合は職員もかかわる場

合があるという説明ですよね。そうではなくて、当

然、最終的にチェックをするのは職員の側として、

それは公金を出した側として、最終的な責任者とし

て、年に 1回なり半年に 1回なりという定期的な監

査的な動きをしていかないと、それは預けられた団

本部の方だって、やはり困惑すると思いますよ。も

し、その時点で指摘を受けたところは改善しなきゃ

いけないし。だから、そういう意味合いで、どなた

がかかわるのかと。やはり担当を決めた中で、そこ

に当たるという、定期的に、そういうところの指導

も含めて当たるということでなければ、場合によっ

てはなんていう次元ではないと私は思いますよ。 

●高間委員長  総務課長。 

●及川総務課長  今、角田委員のおっしゃられた、

そういう視点は非常に大事かと思っております。現

実の対応としては、現在、監査、それが定期的に毎

年行われることになっておりますが、それプラス、

定期的に総務課がその業務を確認するということも、

一つの視点として必要かと思います。 

●高間委員長  角田委員。 

●角田委員  今、総務課長のほうから、総務課が

ということで、総務課が当たるということの方向で

よろしいんですね。 
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●高間委員長  議長。 

●高橋議長  今の関連で、そういうことであれば、

今出されているこのマニュアル対策含めて、消防団

業務の適正化というこの文面の中で、本来消防団が

行う経理業務は消防団が行うこととする、ただし、

急を要することなど、やむを得ない場合は等々とい

うことでつながっていくんですけれども、それその

もの、ちょっとやっぱり見直していかなければいけ

ないんじゃないですか、文章化として。 

●高間委員長  総務課長。 

●及川総務課長  今、議長のご指摘のとおり、前

回の委員会の中でも、この部分を修正させていただ

いたということで報告はさせていただいているんで

すが、その際に、業務分担が適切に行われているか、

総務課が確認するという文章を変更で入れさせてい

ただいております。 

●高間委員長  議長。 

●高橋議長  じゃ、その流れで、ちょっとこれ、

行政常任委員会でも、これ、確認していますけれど

も、これ、理事等からも答弁もらっていますけれど

も、このたびの不正会計等々の取り扱いの中で、団

本部のほうから一部自主返還がされている中身ござ

いますね。そのときに、これは前回の委員会だった

んですけど、団本部の役員が認識していたかどうか

は不明ということになっていたんですけど、その後

はこれ、何か確認されておりますか。 

●高間委員長  清水理事。 

●清水理事  団本部とのかかわりの、団とのその

返還金の関係で、消防団本部の自主返還におけるこ

とについてですけれども、今回の不適正経理のよう

な事案においては、通常、その対応としまして、関

係者の非違行為に対する処分と、損失が発生した場

合の補填の二つについて検討を行う形になります。

そして、それを適切に対応していくこととなります。

今回の事案における各種の補填の方法としましては、

検討の結果、不当利得返還請求により行うことが適

切と考えておりまして、この場合は、非違行為に関

係なく、受けた利益が法律上の原因に基づかない利

益である場合に、その返還を求めることができるも

のであります。つまり、本来受け取ることのできな

い利益を得ている場合に、その利益はあなたのもの

でないから返してくださいといった請求をすること

ができるものでございます。この典型例としては、

指示のない費用弁償の架空請求がございまして、そ

れが典型的な例でございまして、消防団本部にとっ

ては、理由のわからないお金が知らないうちに振り

込まれたものであります。当然、消防団本部には、

非違行為ではなく、その責任はないものですから、

理由のないお金が振り込まれてしまったのでお返し

願いたいとするのが今回の不当利得返還請求です。

こうした状況を考慮して消防団本部から自主的な返

還が行われたと考えておりまして、自主的返還を市

が受け取ることによって、消防団に非違行為がある、

そういった不法行為があるということにはならない

ものと考えております。 

●高間委員長  議長。 

●高橋議長  私が質問したのは、今の、中身はい

いんです、団本部の役員が、それ、自主返還したわ

けですね。団本部の役員が認識していたかどうかは

不明ということで、前回の委員会で答弁されている

から、その後、こういった認識的な部分を確認され

ているかどうかということなんですよ。その部分を

聞いているのです。 

●高間委員長  消防長。 

●増井消防長  この費用弁償というものなんです

が、入金月が偶数月になっているんですよ。6月、8

月、10 月、12 月、2 月と、偶数月に入金されます。

訓練や火災等、複数の請求があった場合は、一括し

て振り込まれます。それで、団員報酬と団交付金も

あわせて入金される月もあります。入金された金額

がどのような内容なのかは記載されていません。関

係職員が管理を任されていたことから、おかしいと

理解することは困難であったと理解しております。 

●高間委員長  議長。 

●高橋議長  それ、今言われたのは、訓練時にお

ける部分の偶数月等々の部分はわかりました。ただ、
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そちらのほうから出されている整理一覧の部分では、

自主返還の分で、少なくとも、今、訓練時における

部分の費用じゃないものでも自主返還されています

よね。この部分が、だから、前回も確認していると

おり、団本部の役員が認識していたかどうか不明と

いうことでそのとき言っていたから、これについて、

その後どういうふうに確認されているのかという質

問なんですよ。訓練時の部分は、まずわかりました。

いろいろと仕組み的な部分で、難しさもあるでしょ

うけれども。ただ、消防大会等々におけるそういっ

たときに、出たときの部分も含めて自主返還されて

いる中身が明らかになっているわけですから。そう

だとするならば、返還したとするならばですよ、本

来やっぱりこれはまずいと思って返還しているんで

ないかと普通見るんですが、お聞きしたところ、団

本部の役員がその認識していたかどうか不明という

ことで前回まで言われていたので、その部分がどう

かということを聞いているんです。 

●高間委員長  消防長。 

●増井消防長  前回もお答えしたとおり、このも

のについては、自主返還した理由というのが、本当

にこういう調査の中で、これは私たちがもらっては

いけないものなんだというのがわかった時点で、そ

れは返還しなきゃだめだろうということで、自主的

に返還してもらいました。その後については確認は

いたしておりません。 

●高間委員長  議長。 

●高橋議長  わかりました。じゃ、ここから先は、

これは消防長なのか、市長、理事なのか、ちょっと

答弁わかりませんけれども、いずれにしても、これ

らを受けて、この団本部にかかわるそういった部分

での何か処分的な対応というのは今後何か考えられ

ていく方向はあるんですか、ないんですか。 

●高間委員長  清水理事。 

●清水理事  今の議長のご質問にお答えしたいと

思います。 

 今回の不適正経理のこういった事案についてです

けれども、これは、消防本部によるものが主でござ

いまして、消防本部における経理の問題ですね、会

計経理による事務処理によるものが主でございまし

て、不適正経理に消防団が主体的にかかわっている、

こういった事実は調査の中では認められなかった、

こういったことから、消防団員を処分するような非

違行為、これについては明らかな事実がないことか

ら、見つからないことから、処分を行わなかったも

のでございます。 

●高間委員長  議長。 

●高橋議長  じゃ、そうしましたら、そういう認

識の中で、今後もそういう部分、団における部分に

ついては、そういった処分的なものは行っていかな

いということで、まず、いいんですね。 

●高間委員長  清水理事。 

●清水理事  今回の調査報告に基づいた処分とい

うのは、終了しているというふうに考えております。

済みません、完全に終了でなく、一部ですね、まだ

継続的になっている案件もあるんですけれども、団

については、これについては処分は行わないという

形になっております。 

●高間委員長  議長。 

●高橋議長  それではもう 1 点、それに伴って、

これもちょっと前回お聞きしている、前回というよ

りも、これも何件か出てきている質問だったと思う

んですけれども、団における共済掛金の関係ありま

したよね、今回金額が一番大きかった、トータルで

いくと 600 万強の数字がありました。これの、いわ

ゆる不正事由の中の取りまとめのときには入ってい

たことで、これを最終的にさかのぼって、団員等々

から返還を求めていくのかどうかということも含め

て、ちょっとこれも現状のお話を聞かせていただけ

ればというふうに思っております。 

●高間委員長  清水理事。 

●清水理事  費用弁償の架空請求による共済掛金

等の補填についてでございます。これも、先の行政

常任委員会で、その取り扱いについては、不当利得

返還請求は行わない取り扱いにしたいということで、

するということでご説明申し上げた事案でございま
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す。この事案は、詐取と異なる公金処理不適正でご

ざいまして、議長が今おっしゃいましたが、相当以

前から、長年にわたり、不法行為の認識もなく適正

な事務処理として認識されて行われてきたものであ

りまして、それが今日まで至ったわけですが、その

今日に至るまでにあっても、不適正な会計処理とし

て誰からの指摘も受けていなかったと、こういった

状況でこれが続いてきたということでございます。

こういったような、ちょっと言葉はあれかもしれま

せんけれども、悪質性の低い事案についてまでも不

当利得返還請求などを行うということは、これは酷

ではないかと考えておりまして、また、仮に行った

場合に、消防団員の確保にも影響を及ぼすなど、市

の消防行政を混乱させることにもなるんではないか

と考えておるところでございます。こうしたことか

ら、不当利得返還請求は行わないという形にしたい

ところでございます。 

●高間委員長  よろしいでしょうか。 

 角田委員。 

●角田委員  ただいまの共済の掛金の関係で、前

回も私指摘したかと思うんですが、これまでのこと

については、今の解釈ということで、一定の説明の

中では了解のところもあるんですが、今後について、

では、共済をかけるということに対して、行為その

ものをやめてしまうのか、もし、共済それぞれの、

いわゆる公務中に災害等で、万が一のことに備えて、

これからも共済については、それぞれ団員の方には

入っていただくということの考えでいくのか、もし

いくのであれば、どのような共済掛金の負担をどう

いう形に求めていくのか、ここの整理を、前回、ち

ょっとまだできていないと私は考えましたので、そ

の後どのようになっているか、説明をお願いしたい

と思います。 

●高間委員長  清水理事。 

●清水理事  この共済掛金等の今後についてでご

ざいますが、前回の行政常任委員会でも申し上げま

したとおり、今回の予算の関係、これも当然絡んで

きますが、その予算の中には、この共済掛金に関す

る補填等、つまり、それに対する支給等は入ってお

りません。というのは、前回も申し上げましたとお

り、管内市町村等、市町等を見ますと、一部共済部

分について入っている市はありますけれども、全体

的には入っていないところが大多数でございまして、

また、私どもの再生団体という状況も見まして、そ

ういったことを全体に勘案した結果、これは個人負

担という形ということで考えているところでござい

ます。また、その背景には、この災害補償の分につ

いては、公務災害の関係があると、別途規定がござ

いまして、それは当然、予算に入っておりまして、

きちんとした、全国的に統一された災害補償がなさ

れるという、そういう状況でありまして、今回の事

案にあった共済掛金というのは、いわゆる任意保険

のプラスアルファの部分でございますので、それは

個人の方としてかけていただければと思っておりま

す。また、そのかけ方については、従前同様、消防

本部のほうで手続等は行っていくやには聞いており

ます。 

●高間委員長  角田委員。 

●角田委員  いわゆる個人的にそれぞれが入って

いただくという、いわゆる公金という形ではなくて

ということでよろしいんですね。前回、訓練等をふ

やして、その出動費の中から賄ってもらいたいとい

う話がございました。それは、いわゆる会計上そこ

でやりくりしなきゃいけない話になるからわかりに

くい話を私しましたが、そこについてはどうですか、

交通整理できていますか。 

●高間委員長  清水理事。 

●清水理事  前回、大変説明の仕方、気持ちの部

分を少し説明してしまいまして申しわけなかったと

思います。気持ち的なそういうことはあるんですけ

ど、制度的には、今述べたように、かかわりはなく

て、費用弁償は費用弁償、それから共済掛金の分は

予算化していないというのがその中できちんと整理

しているところでございます。 

●高間委員長  角田委員。 

●角田委員  では、それぞれ分団員個々で加入と
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いうこと、もし望まない場合には、それはそれで個

人の自由ということの考えでいいんですね。 

●高間委員長  理事。 

●清水理事  そのとおりでございます。 

●高間委員長  ほかにはございますか。 

 それでは、消防関係はよろしいですか。関連はご

ざいませんね。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、別件で何かありますか。 

 大山委員。 

●大山委員  1 点お聞きしたいと思います。先日

の本会議、大綱質問の中でも出ておりましたが、市

長を初め特別職の給料の件なんですけれども、市長

は、当面見直しは考えてないよという答弁されてお

りましたが、現実問題として、再生団体とはいえ、

今の給料の額、余りにも常識からかけ離れているん

じゃないのかなと。それで、再度、市長のお考えを

お聞きしたいのと、例えばこういった委員会の中で、

こういう意見が出ているということで、三者協議に

出していくだとか、そういうお考えはないんでしょ

うか。 

●高間委員長  市長。 

●鈴木市長  大山委員のご質問、大綱質問の中で

も同じお話をしたんですが、私は選挙に立候補する

に当たって、その状況を十分認識をした上で市長選

挙に立候補し、現在、市長を務めさせていただいて

おります。そういった状況から、三者協議の実施に

当たって、自分の部分等について協議課題として上

げることは現在検討しておりません。 

●高間委員長  大山委員。 

●大山委員  鈴木直道という個人として、これは

わかって立候補したということでありますが、そう

ではなくて、ある意味、客観的にですね、夕張市長

なり、副市長は置いていませんけれども、副市長の

給料、教育長の給料、客観的に見て、余りにもおか

しくないかという思いで見ているんですけれども、

今、当事者ということではなくて、当事者を前に置

いて、ご本人が、夕張市長、教育長、副市長の給料

と考えたときに、どんな思いで見ますか。 

●高間委員長  市長。 

●鈴木市長  大山委員のご質問で、これも大綱質

問でお答えした部分なんですけれども、私以外の部

分ですね、今、副市長を置いておりませんけれども、

教育長にも大変厳しい、私に次ぐ、副市長を置いて

おりませんので、削減率という状況がございます。

本当に心苦しい思いではおります。ただ、一方で、

多くの市民の皆様にご負担をお願いする中で、財政

再生計画を着実に進めていくという状況下の中で、

なかなか改善について厳しい状況がございます。 

●高間委員長  大山委員。 

●大山委員  市長のお考えはわかりますけども、

職員の皆さんも、二十数％、30％削減されている、

こういった中で、100％ということにはならないんで

しょうけれども、市長をやめられて、この次はどな

たがなるかわかりませんけれども、そういったこと

もトータルで含めて、なかなか市長本人からは言い

にくいとは思うんですけれども、でも、誰かがその

判断をして、削減が 50％がいいのか、60％がいいの

か、30％がいいのかというのは別にしても、どこか

の時点で誰かが見直しをしていかなきゃならないこ

とじゃないかなと思うんですけれども、その辺はい

かがでしょうか。 

●高間委員長  市長。 

●鈴木市長  大山委員のご質問、誰かがそういっ

たお話をということで、大山委員ご自身、そういう

思いでいらっしゃるということなのかなと思うんで

すけれども、先ほどからご説明している状況の中で、

議会の皆さんももちろんそうですけれども、多くの

市民の皆さんにご負担をお願いをしている、行政執

行体制を確保する上で、職員の今の厳しい状況とい

うものについても、これは大きな課題だと認識をし

ておりますし、そういったさまざまな課題がある中

で、特別職の部分については、現時点ではそういっ

たタイミングではないんではないかなというふうに

私個人としては思っています。 

●高間委員長  大山委員。 
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●大山委員  市長のお考えは、それは今じゃない

んじゃないかということなんですけれども、再建団

体、再生団体、6年かかって今来ていますけれども、

私はもうそろそろ見直しても、市民の皆さんも、何

考えているんだという思いではないと思うんですよ

ね。強い要望なんですけども、早い時期に、その報

酬、給料の見直しというのを検討していただきたい

と、強く要望したいと思います。 

●高間委員長  それでは、大山委員からの要望で

ございます。 

 関連で、小林委員。 

●小林委員  今の大山委員の考え方に私も共感す

る一人ですけれども、そういう中にあって、私も本

会議の質問の中でも、交際費等々も考えていくべき

だという話もしたはずですけれども、そういう中で、

今の給与の部分、今、市長が、市民の皆さんも大変

ご苦労されているという中で、多くの市民の皆さん、

これ、全く 100％、いい悪いという話ではないにし

ても、今現在、大変、市の中で、それぞれ特別職の

方、限られた職員数を抱えながらのやりくりの中で

やっておられる中で、相当程度の私は理解を得られ

ているんではないかなと、そういう部分の話につい

て。市長自身、市民がという部分で、市長自身、そ

れぞれ市民の皆さんとお話しする機会が多くあろう

かと思います、そういう中での、そういう考え方を

市長に提言される方はおられないんでしょうか。 

●高間委員長  市長。 

●鈴木市長  小林委員のご質問の中で、市長と話

そう会というものがございますので、その結果等に

ついてもホームページで公開しておりますが、その

中には、そういったご意見等も実際にはございます。 

●高間委員長  小林委員。 

●小林委員  これは、市長、教育長に限ったわけ

ではないんですけれども、実際、今、副市長、もう

現在置いておりませんけれども、当然こういう給与

の中では、多分、副市長を置きたくても置けないん

じゃないかなと考えていますけれども、その辺はど

う考えますか。 

●高間委員長  市長。 

●鈴木市長  小林委員ご指摘の、今は当面の間置

かないということで条例上しておりますけれども、

一般的に見て、人材確保という観点から見ると、特

別職に限ったことではありませんが、職員の年収ベ

ースの給与カットも含めて、一般的に考えれば、人

材確保という部分が難しい要素の一つとしては考え

られるというふうに思っています。 

●高間委員長  小林委員。 

●小林委員  これらについては、私どもも、一応

大山委員申し上げたとおり、そういう中で方向性を

見出してほしいなと思いますので、その辺は意見と

してお話しさせていただきました。 

 以上です。 

●高間委員長  藤倉委員。 

●藤倉委員  ただいまの特別職の給与の改善につ

いて、いろいろ論議されていますけれども、私は、

鈴木市長としての考え方、方針、また、市民と行政

との関係、もろもろ考えてのご発言だと思っており

ますけれども、ただ、ここで一言私申し上げたいの

は、鈴木市長ご自身じゃなくて、先ほども出ていま

した、市長、教育長、それから職員もそうです、ま

だ完全じゃありません、こういう時点の中で、ご自

分としてはじゃなくて、夕張市長としては、副市長

としては、また教育長として、職員のことを思って、

現状のあるべき姿は妥当ではないと、これは妥当な

姿ではないのだと、改善しなきゃいけない、もちろ

ん特別職を含めて、そういうやっぱり意思表示をし

ておくことが大事じゃないかと。今、私の考えでと

いうか、ご自分でですよ、市長の考えで、私は市民

の皆さんにご迷惑をかけていますので、当面は上げ

ません、それは結構なことです、それで。ただ、夕

張市長職としてのあるべき、また、特別職のあるべ

き姿、職員の今の状況、これは妥当じゃないんだと、

改善していかなきゃいけないんだと、このことをや

っぱり論じておくことが必要だと、このように思っ

ています。 

●高間委員長  意見でよろしいですか。 
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 ほかにはございますか。 

 厚谷委員。 

●厚谷委員  関連でございますけれども、本会議

での大綱質問から含めて、例えば、市長、教育長の

報酬ですとか、きょうは、加えて職員給与の関係に

ついても各委員のほうから発言をいただいていると

ころなんですが、やはり状況的に、答弁聞いている

と、若干、もう少し柔らかい観点で、実際の検討と

まではいかないにせよ、そこをしっかり把握してい

ただく必要があるのかなというふうに思うんですよ

ね。先ほど、財務課長、横に首を振っておられたの

もちらっと見えましたけれども、決算状況ですとか、

例えば見ていても、年度途中の退職者もいらっしゃ

います、執行残が残ります。退職者がいるというこ

とは、新たに退職手当の財源措置をしなければなり

ませんけれども、例えば職員給与ということで考え

たときに、じゃ、これだけ執行残あるんであれば、

職員の給与、1％ぐらい回復してあげることできるん

じゃないかなと思ったりもするわけですよ。やはり

一番最近私が気にしていますのは、北海道でも留萌

市、ここも大きく、いわゆる給与削減しているとこ

ろで、全道で、今 2 番目になるんでしょうか、そこ

との差においても、夕張市は平均給与額で 30万ぐら

いも落ち込んでいる状況になっていますよね。ぜひ、

こういったことも含めて、先ほど私、三者協議のお

話ししましたけれども、やはりこういう課題につい

ても、ぜひ相談をしていただきたいなというふうに

思うわけですね。そういうことで、やはり職員の士

気を上げていただきたいという意味もありますし、

ぜひ、年度の中で、どこまで詰めれるかということ

はありますが、ご検討いただきたいと思うんですが、

そのあたりについてのご答弁はございますか。 

●高間委員長  市長。 

●鈴木市長  厚谷委員のご質問の中に、職員給与

の部分だと思うんですが、確かに、総人件費の中に

おける執行残というお話の中からのお話だと思いま

すけれども、行政執行体制の確保という部分につい

ては、前回の三者協議でも重要課題としてお話をさ

せていただいております。ここの部分について、先

ほどの人材確保の部分の一つの要素であるというふ

うにお話をさせていただきましたけれども、私も非

常に重要な問題であるというふうに認識をしており

ますし、どのような形でそれを実現をさせていくか

については、これは引き続き、周辺市町村の状況を

見ながら考えていかなきゃいけないというふうに考

えております。 

●高間委員長  厚谷委員。 

●厚谷委員  引き続きということですので、ぜひ

お願いしたいと思うんですが、財政面ばかりじゃな

くて、先日、教育行政執行方針の中でも触れられて

いたと思うんですが、財政に限りあれど、やはり行

政に対する要望、ニーズというのは出ているわけで、

その中には見逃せないものもあるというお言葉が掲

載されていたかと思うんですが、やはりそういう観

点に立って、これから、給与費ということのみにと

どまらず、やはりその組織をこれからどう継続して

いくかという問題と大きくかかわってくる問題だと

思うんですね。今、道内の各市町村の職員採用にお

いても、やはり僻地に行けば、職員を募集しても来

ないというような状況が、例えば道東、道北のまち

では実際あるというふうに聞いています。やはりそ

ういう中でも、夕張市にこれから新たな採用窓口と

して新しい人材を求めていくということをするため

にも、ぜひそこの部分というのは見逃せない課題だ

というふうに思いますので、ぜひ、今後ともしっか

りとした対応をお願いしたいということで、これは

要望で終わらせていただきます。 

●高間委員長  それでは、厚谷委員からの要望と

いうことですので、よろしくお願いをいたします。 

 関連で、議長。 

●高橋議長  私のほうからも、今の給与体系のあ

り方、特別職のですね、給与体制、あと報酬面も含

めての部分のあり方等々、要望も含めて出ました。

もちろんこれは市長の立場なり、私もある意味そう

だと思うのですけれども、なかなか、そういう立場

に置かれている部分については、みずからの部分の
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言いづらい、言えないという部分もあります、もち

ろん。ただ、一つ私のほうで気にかかるのが、今後

やはり必要な経費とする部分で、給与の部分とはま

たちょっと別ですけれども、やはり、例えば今、職

員体制の部分でいきますと、道内における出張時に

おいては、原則禁止というか、宿泊に伴う部分は原

則できない等々のありますよね、再生計画中の中に

あって。しかしながら、今回、一方で、消防のこう

いった不正経理があったといえども、消防大会等に

参加する、今回、消防の職員派遣の部分については、

2名の 16万何がしだという数字もついているのも事

実です。これは私は非常に、もちろんつけるべきだ

と思いますし、当たり前の部分だと思うんです。で

あれば、不正会計云々があったからとかそういうこ

とではなくて、そろそろやはり、こういった部分の

見直し経費は、やはり強い姿勢を望んで私も言って

いってもいいんじゃないかなという部分の思いがあ

るんです。 

 例えば、これは市長もそうでしょう、我々も議会

もそうです。例えば出張時に伴って、当然、場所に

よっては宿泊等々伴わなければいけない部分は出て

きます。しかし、残念ながら、そういう部分の今の

状況でありますから、なかなか現実性として、そう

いう部分も原則できないような状況もございます。

そういう部分を含めて、やはり見直す部分、何でも

かんでもということを私は言うつもりはありません。

しかし、真に必要な部分は、そろそろこれ、戻して

いくものは戻していくなりしていかないと、財政再

生計画中で認められていないからということでは、

そればかり言っていたら何もできないわけですから、

やはり真に必要な部分を、流用を求めていきながら、

それこそ、今、厚谷さんからも出たような、三者協

議等の場面でも、こういったものを訴えていく必要

性がそろそろ、声を出していく必要性があるんでは

ないかなというふうに私は考えています。 

 現に、私も国会等にも、立場柄、陳情要望に行き

ます。多くの国会議員さん、この辺の状況というの

は余り押さえられていません。そんなものまで削ら

れているのかというものが、実は、お話をしていく

中で、あります。ということは、やはりなかなかそ

ういった部分の実態が余り知られていないとするな

らば、夕張側からそれを徐々に徐々に発信していっ

たほうが私はいいと思いますし、先ほども言ったと

おり、何でもかんでもということではなくて、そろ

そろ、真に必要な経費的な部分、あるいは、先ほど

言った随行に伴う部分でのやっぱり、道内における

部分は原則これはだめよとか、そういうことではな

くて、やっぱり必要なものはそろそろ行動していく

べきだと私は判断するんですけれども、その辺、ど

んな考えか、ちょっとお聞かせいただければという

ふうに思っております。 

●高間委員長  総務課長。 

●及川総務課長  ただいまのご質問にお答えいた

します。 

 職員の旅費等につきましては、おおむね総務課が

所管する予算の中で、各課から合議等により確認し、

支出の手続をとっているというのが現状でございま

す。今後とも、この旅費につきましては、安全の確

保等、真に必要なものにつきましては、随行者も含

め、予算の許す範囲の中において対応していきたい

と考えております。 

●高間委員長  議長。 

●高橋議長  ということは、それはあれですか、

今の答弁からいくと、必要だと判断とした場合は、

それは認めていっていいということでいいんですか、

それ。 

●高間委員長  財務課長。 

●石原財務課長  今の総務課長の答弁について追

加補足をしたいと思いますけれども、財政再生計画

策定をする時点において、旅費等の考え方でありま

すけれども、これは、原則、公用車を使用して行く

ということで、日帰りということが原則でございま

す。しかしながら、ただいま総務課長が申しました

ように、開催場所、会議の時間等、これに間に合わ

ない場合とかというのがあります。会議が終わって

帰ってこれないという場合については、それはそれ
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で、宿泊費 1 泊を認めておる、こういう状況でござ

います。 

 以上です。 

●高間委員長  議長。 

●高橋議長  今の状況としては、原則、いわゆる

道内、特に道内においては原則、公用車においての

ということですよね。本当にどうしても不可能な場

合については、予算も認めていくというようなお話

でした。そうだとするならば、この辺をやはりきち

んともう少しオープン化していくなりして、やはり

本市として、再生計画中に、そういう今状況であっ

ても、これをもう少し、国、道のほうにも、やはり

本当に真に必要なそういった経費、そして、あるい

は予算的な部分を含めて、そろそろその辺を少し訴

えかけていくというのも必要な時期に来ているので

はなかろうかということであります。どうしてもと

いうとか、そういう部分は、それはもちろんさるこ

とながら、今後において、やっぱり必要だと判断し

た場合においては、これは認めていただきたいとい

うような主張を、やはりきちんと知らしめていく必

要があるんではないかなというふうに私は考えてい

ます。それが、先ほど言った、多くの国会議員さん

等も含めて、道議も、ある意味そうですよ、この辺

が余り実は知られていない中身です、経費の面、交

際費の面、そんなところまで、そんな状況かと。や

はりこれは、もう少し訴えかけていく中で、オープ

ン化された、いわゆる三者協議の場ですとか、そう

いった場面において、どんどんやっていくべきでは

ないかと。当然、これは行政任せばかりにするとは

私は言いません、もちろんそういうものも含めて、

議会としては当然後押ししていければというふうに

考えておりますので、少し、新年度以降、そういう

少し大きな動きを見せていこうという思いが私はあ

りますので、行政もその部分、少し、どうお考えな

のかなという観点で今質問をさせていただきました。 

●高間委員長  今の件について、答弁お願いしま

す。 

 理事。 

●清水理事  私のほうから、お答えさせていただ

きたいと思います。 

 必要な旅費等については、財政破綻以後、なかな

か、節約モードで、上げづらい機運はあったんでし

ょうけれども、必要なものについては、当然、最小

必要限度でございますけれども、必要なものについ

ては、当然今までも予算に計上していただいて、予

算組みしてきているという経緯がありますし、また、

時々に出てくるものについては、先ほど総務課長が

申しましたように、全体の旅費という枠の中で、そ

の中で、適宜対応できるものは対応してきていると

いうところでございます。今後とも、必要なものに

ついては当然予算に上げていただいて、予算審査の

中で、それが必要性が認められるものについては予

算化を図ってまいりたいと思いますし、急に上がっ

てくる臨時的なものについては、同じように、全体

の枠の中でできるだけ対応していきたい、それにつ

いては、今後とも真剣にそれに取り組んでいきたい

と思っております。 

●高間委員長  議長。 

●高橋議長  それこそが、先ほども午前中の審議

でちょっとあった、厚谷さんのほうからも、三者協

議に向けた動きの少しご質問出ていました。それま

でに当たる過程の中で、議会とも少し情報共有を図

りながら等という部分もありました。まさにその辺

は、それぞれの観点で、やっぱり必要性を持った中

でどういうものが今必要なものなのか、また、今後、

こういったものも必要でなかろうか、それが、先ほ

どから言っているとおり、何でもかんでもというこ

とではなくて、そろそろ、この再建計画から再生計

画へ移行して、ことし 6年目に入ってきている中で、

見直すべきもの、先ほど、ちょっと必要な旅費の部

分ばかり注目されておりますけれども、私は、旅費

ばかりではないですからね、全体図を通して必要な

経費等々については、やっぱりそろそろ主張してい

くべきものは主張していかなければいけないのでは

ないかと、まずはこういった部分から取り戻してい

きながら、そして、順序立てを言っていくのであれ
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ば、給与面とか、そういった部分につながっていく

のではなかろうかというふうに思いますので、まず

はそういったところから、真に必要な部分を少し見

直していく時期に差しかかってきていると思います

ので、今後、そういった協議の場をいかにふやして

いくかということも含めて、ぜひとも新年度以降、

臨んでいっていただければというふうに思いますの

で、よろしくお願いします。 

●高間委員長  答弁はいいですね。 

 ということですので、よろしくお願いします。 

 ほかにございますか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、ほかの件に関してもよろしいですか。 

 厚谷委員。 

●厚谷委員  それでは、また続いて確認させてい

ただきたいと思います。新年度、事業を執行してい

くという上では、行政執行体制、これはもう欠かせ

ない課題の一つでもあろうかというふうに思います。

その中でもさまざまあるかとは思いますが、平成 24

年度から 25年度にかけて、やはり一番大きな変化と

いうのは、先日 19日に解散式を行いました夕張市民

生活サポートセンターにかかわる部分かというふう

に思います。それで、その中では、平成 25年度、従

前、サポートセンター委託業務としていたもののう

ち、15事業については職員が対応ということになっ

ているようでございまして、その内容についてもさ

まざまあるやに伺っております。例えば、財政再生

計画策定時に既に登載をされていたもの、あるいは、

平成 25年度予算要求の際に予算要求をして、それが

対応できたもの、そしてできなかったもの、あるい

は、全く予算要求をしていない事例もあるというふ

うに聞いておりますが、一度やはり原点に返って、

みんなで考えていきたいと思うんですけれども、サ

ポートセンター事業がなぜこういう形で受託をして

いたか、その当時の設立の趣旨を見ていただければ

わかると思うんですが、行政機能の麻痺を防ぐ最低

限の手だてということのもとで、それぞれ事業が、

サポートセンターにより、この 5 年間行われてきた

ということなんです。 

 それで、その中で、まず簡潔にお尋ねしますが、

25年度、そのような職員体制も含めて、サポートセ

ンター事業がなくなった後の対応は行われるという

ことですが、執行体制上、問題がないということで

よろしいでしょうか、確認をしたいと思います。 

●高間委員長  総務課長。 

●及川総務課長  ご質問にお答えいたします。 

 まず、サポートセンターにつきましては、現在、

33 事業をお願いしております。そのうち 18 事業に

ついては新年度予算案に計上するということ、そし

て 15 事業については臨時職員も含め職員が対応す

るという内容になっております。15 事業の内訳は、

建設部門が 6事業、教育課部門が 5 事業、市民課部

門が 1事業、消防、産業、総務のそれぞれ各 1事業、

全てで 15事業となっております。これはやはり、職

員定数、職員数が変わらない中においては、新たな、

この事業をやるということでは、決して職員の負担

が軽減するものではなく、現在行っている業務にさ

らに加わるものでありますので、職員の負担はある

ものと考えております。 

●高間委員長  厚谷委員。 

●厚谷委員  職員負担があるということなんです

ね。それで、まず、もう 1 点お尋ねしたいのは、全

庁的に統一した対応がとられていないのではないか

というふうに見受けられるんですが、そのあたりに

ついてはいかがでしょうか。24年度末でサポートセ

ンターがなくなりますということで、これら 33事業、

予算化されたものもあれば、そうでないものもある

という意味からすると、全庁的な同じ対応がとられ

ていないのではないかということを危惧するのと、

予算化がかなわなかったとすれば、そういった理由、

それは職員対応でできるという判断だったのかどう

か、このあたりについてお尋ねしたいと思います。 

●高間委員長  総務課長。 

●及川総務課長  全庁的な対応といたしまして、

まず、昨年の 5月 2日にサポートセンターの役員と

協議を行っております。その中で、平成 24年度末で
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は予定どおりサポートセンターの事業を終了すると。

そして、法人は解散する方向であるということを確

認させていただいております。その中で、予算化を

もしした場合、サポートセンターがその受け皿の一

つとして、こちらとしては望まれますが、その点に

つきましては、同様の業務をシルバー人材センター

等で既に担っているものですから、サポートセンタ

ーとしては困難であるというご回答をいただいてお

ります。その後、平成 24年 6月におきましては、三

者協議の課題を整理する中で、サポートセンターが

実施している業務、これを平成 25年度以降どのよう

にするかということを、各所管課で検討を始めてお

ります。その中で、財政再生計画に既に計上済みと

いうものが 8 事業、そして、職員で対応することを

検討したものが 12事業、さらに、予算化などを検討

するため継続し協議するというものが 13 事業ほど

ありました。さらには、昨年の 10月以降、新年度予

算案の検討の段階におきましては、最終的に 18事業

を予算案に計上するということと、15事業について

は非常に職員負担となって厳しいものでありますが、

臨時職員も含めながら、何とか職員で対応していこ

うという、そういう方向を考えたところでございま

す。ただ、その中で、庁舎周辺の除雪、これにつき

ましては、委託で重機等入るんですが、玄関先等、

階段等、これを職員でという話もその中でしてきた

ところではありますが、ただ、現実的に、その辺に

つきましては、もう一度、今年度の実績を見きわめ

ながら、継続して来年度に向けて協議をするという、

そういう流れになっております。 

●高間委員長  厚谷委員。 

●厚谷委員  それぞれ適時において、やはりその

業務がどうなっているかということについては、常

に点検をお願いしたいと思うんですよね。それで、

先ほどの職員待遇の関係とも一部関連してくるかと

は思うんですが、例えば今回サポートセンターも、

先日、臨時総会などでいろいろ事業報告を受ける中

で言うと、さきに指定管理を返上された歴史村のキ

ャンプ場、ここの施設の除雪なんかもやっているわ

けですよね。それは、多分、委託業務一覧の中には

載ってきていないんじゃないかなと思うんですが、

そういう必要に応じてやってきている部分も恐らく

あるんではないかなというふうに思うんですよ。ま

ず、その受け皿がなくなるということについて、し

っかりお互いが認識しなきゃならないと思うのが一

つと、それで、先ほどから、職員体制等を含めて、

サポートセンターがなくなった後の職員負担はどう

なるのかというお話をさせていただいている中でい

けば、職員定数は今少ないという状況の中で、そこ

で何とか頑張っていきたいという市長の思いはわか

ります。わかるんですが、一方で、例えば先ほども

お話ししたような、指定管理の施設が返上されて、

その管理に毎日のようにかかわっている職員さんが

いらっしゃるし、そうせざるを得ないというのが現

状だと思うんですよね。やはりこれからのまちづく

りということで考えれば、財政再生団体であるから

職員が直営でやらなきゃならないこと、それは仕方

がないという部分もありながらも、やはりしっかり

職員が腰を据えて、将来に向かって、自分の業務を

しっかり考えて遂行すると、そういう体制を少しで

も早くつくりたいという思いで、ぜひ物事に臨んで

いただきたいと思うんですよ。そういう部分も含め

て、サポートセンターの関係も、先ほど職員の負担

はふえるということで断言されてしまいましたので、

非常に職員の方にとってはお気の毒だなという思い

もあるんですが、ぜひ、年度途中の点検も含めて、

対応できない、あるいは、その業務負担が大きいと

いうものについては、前向きな対応をぜひお願いし

たいというふうに思っております。 

●高間委員長  これは答弁いただきますね。今の

厚谷委員の質問に対して、答弁お願いします。 

 市長。 

●鈴木市長  サポートセンター終了に伴う職員へ

の負担増に対する考え方ですけれども、職員への負

担がふえてしまうという状況の中で、我々も、その

行政執行体制の確保というのは非常に重要な課題で

あるという認識のもと、厚谷委員ご指摘のとおり、
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それぞれのサポートセンターから継承する業務等に

ついて、どうすれば経費等も少ない中で外部にお願

いができるのか、また、これは何とか課内で実施が

できるんじゃないか等をそれぞれ検討した上で、予

算計上できたものと、残念ながらできなかった部分

があります。当然、今これは、またサポートセンタ

ー終了に伴って、新しい年度で初めてスタートする

中で、負担の、実際やってみた状況等というのは、

絶えず我々も意識をしていかなきゃいけないという

ふうに思っております。今回そういった話し合いと

いいますか、課内協議を経た上で一定の整理をさせ

ていただいていますので、これで全て決定という状

況ではなくて、実際やってみた中でのそういった声

というものを踏まえて、負担は確かにふえてしまう

状況はありますが、行政執行体制を維持する上でも、

絶えずそういった意識を持ちながら取り組んでいき

たいと考えています。 

●高間委員長  議長。 

●高橋議長  私もちょっと関連で、執行体制とい

う観点でちょっとお伺いします。 

 それで、今、厚谷委員からもお話がございました

けれども、まず、ちょっとお尋ねしておきたいのは、

これは予算委員会ですから、ここまでは聞いていい

とは思いますが、人の配置云々のことまでは、もち

ろんこれは市長の人事権に伴う部分ですから、それ

は聞くものではございませんが、4 月以降の新年度

以降の新体制の部分では、機構上、これ、大きく何

か変えるものなのか、それとも現行を維持していく

のか、まずそこからお伺いしていきたいと思います。 

●高間委員長  市長。 

●鈴木市長  議長のご質問にお答えいたします。 

 大きな機構改正等は、現時点で考えておりません。 

●高間委員長  議長。 

●高橋議長  わかりました。あとは、それに伴う

配置、人事に伴う部分は、当然これは市長の人事権

に伴う部分で、これは近々また発表等もされるんで

しょうけれども、それに伴って、大きな機構上は取

り扱いが変わらないとするならば、今来ているそれ

ぞれの出向者云々の任期満了で帰られる方、また継

続して残る方、それぞれ出てくると思うんです。そ

の辺の、特に北海道に対しての部分の人事派遣の要

請というのは、どういうような部分でされているの

か、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

●高間委員長  総務課長。 

●及川総務課長  お答えいたします。 

 北海道の派遣については、現在 13人を派遣いただ

いております。新年度体制につきましては、さらに

それを上回るものを本市としては要請しております

が、道の人事状況、そういうもろもろを勘案して、

上回る部分については、現在のところ、なかなか難

しいという感触を得ております。ただ、現在派遣し

ていただいている人数については、何とか維持させ

ていただけるような、そういう取り組みを今盛んに

行っているところでございます。 

●高間委員長  議長。 

●高橋議長  わかりました。そこで、いろいろと

それは人数体制の部分でも、なかなか大きく上回る

ことはできない等々もあるでしょうし、ただ、しか

しながら、一方で、特に技術職に伴う部分、専門職

を扱う部分等々は、これはやっぱりある程度、その

課、その担当ごとでは必要ではなかろうかという部

分も、やっぱりこれは一方で、従来からの大きな課

題としてありますよね。そういう部分で、現に、そ

ういった技術職等の専門職に当たる方は、この夕張

のほうでも随分ご尽力をいただいている状況であり

ますから、そういう状況は今後も求めていっていた

だければというふうに思います。 

 そこで、私もちょっとサポートセンターのほうに

入りたいと思うんですが、先ほど来から厚谷委員の

ほうからも出ておりましたけれども、今、サポート

センターが今年度いっぱいで、いわゆる終了という

ことで、これは、もちろん、この平成 24年度で終了

するということは、以前からわかられていたことで

あります。そこで、先ほど来から質問が出ていた、

どういう事業が継続して市のほうで行うのか、また、

事業予算化できないものについてはどうしていくべ
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きか、それは今議論がされていた中身かと思います。

8 事業は予算化できたと、引き続き、12 事業が職員

が継続してやっていくもの等もあるというような、

そのほかもお答え出ていましたけれども、そこで、

本来、やっぱりそういう部分でいきますと、サポー

トセンターがどうであれ、25年度からそういった執

行体制ではできない状況になっていたのはわかって

いたわけですから、それに伴ってやっぱり人の配置、

あるいは、この機構上もある意味そうなのかもしれ

ませんけれども、そういった部分も含めて考えてい

ったときに、全体として、これは総務なのか、道な

のか、まちづくりなのかは別として、私も全庁的に、

今までの流れを見ていると、何か全庁的な統一がう

まくされていないのかなと、どこがどういうふうに

引き継ぐのかとかですね、何かこれについては、こ

っちの課だ、こっちの課だみたいなところが多々あ

る部分がありますから、ここはやはり全庁的な統一

見解を出していくとするならば、職員にかかわる部

分は、少なくとも総務なら総務というような形で、

認識をやっぱり今後していくべきだと思うんですけ

れども、まずその辺の状況としてはどうでしょうか

ね、今までの状況も踏まえて。 

●高間委員長  総務課長。 

●及川総務課長  ご質問にお答えいたします。 

 業務の内容につきましては、規定の中で、それぞ

れ所管業務というのを決めております。ただ、新し

い業務等に対応する部分については、今、議長ご指

摘のとおり、若干そういうことで皆さんにご迷惑を

おかけする部分もあったかと存じております。今後

については、しっかり、業務の内容については明確

にし、それぞれ複数の課で行うものは、その複数で

行いながら、主幹課をどこにするかなど、それぞれ

協議しながら業務を進めていくということが大切な

ものと考えております。 

●高間委員長  議長。 

●高橋議長  ぜひとも、今、これから、市長も大

変、人事等は一番の大きな、ある種これは市長がや

らなければいけない大きな仕事の一つだと思います

から、ただ、一つやはり、今までの状況も踏まえた

中で、特にサポートセンターも新年度からなくなっ

ていく、また、先ほど来からのやりとりで聞いてい

ても、職員に相当なまた、さらなる負担がかかって

いくとするならば、まさしく新年度以降求められて

いくのは、適材適所の部分の配置が、とかくやっぱ

り求められていくのかなというふうに思っておりま

す。また、そういった道なりさまざまな派遣要請の

部分でも、どういった方をきちんと派遣対象で求め

ていくのかというものを見きわめていくのも、これ

はまた、本市としての大きな私は役割だと思ってお

ります。午前中、診療所の体制の問題等々もありま

した。やはり大きく反省すべき部分は反省していか

なければいけない部分もありますし、やはり全庁的

に適材適所の体制のあり方、そして、派遣のほうも、

やっぱりこういった立場の方、こういった専門職の

方、こういった知識を持った方が、やはり今後は必

要なんだということを、ある種やっぱり少し明確化

して出していくのも、やはり夕張の今後の大きな役

割の一つだと私は考えておりますので、もしこの辺

で答弁があれば答弁していただいても結構ですし、

なければ、要望として添えておきますので、お願い

します。 

●高間委員長  答弁ございますか。 

 それでは、要望ということですので、よろしくお

願いをいたします。 

 熊谷委員。 

●熊谷委員  今の議長のお話と関連してなんです

が、先日、市民団体で自治基本条例の勉強会をいた

しました。そのときに、地方自治の専門の先生から、

夕張に対していろいろアドバイスをいただいたわけ

なんですが、そのとき非常に印象に残ったことが、

今、夕張のまちは大きく変わる時だと。そのときに、

ほかから学ぶという、そういう姿勢が非常に大事で

はないかということでした。例えば、産業、歴史遺

産を守りながらまちづくりをしているまち、それか

ら、自然環境を守りながらまちづくりに生かしてい

るまち、そういうまちの勉強をしっかりして、ぜひ
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夕張のまちづくりに生かしてもらいたいということ

だったんですが、今までのお話をずっと伺っていま

すと、人はどんどん減る、そして、今まで頑張って

くださっていたサポートセンターがなくなっていく

にもかかわらず、さらに職員の負担がふえるという

ような状況ですよね。そして、職員の方たちの収入

についても、なかなか上向きにはなっていかない。

今、財政再生計画の中でやっていますし、財政再建

をしなくちゃいけないという、そういう時期ではあ

りますが、ずっと以前から言われているように、こ

うなった状況には、国の責任、道の責任、それから

企業の責任ということがあるわけで、それをこれか

らどうやって生かしていくか、そういったことを三

者協議の中でもどういうような話をしていくのかと

いうことにもかかわってくると思うんです。 

 言いたいのは、先ほどから申し上げておりますよ

うに、職員の方たちが、ほかのまちに勉強に行ける、

そういう体制をつくらなくてはいけないと思います

ので、職員の給与ももちろんですが、職員の増員に

ついても、ぜひ検討していただきたいという要望で

す。 

●高間委員長  要望ですね。要望ということです

ので。 

 ほかにはございますか。 

 厚谷委員。 

●厚谷委員  それでは、別の部分でちょっとまた

質問をさせていただきます。市政執行方針の中、直

接予算の部分と……、関係あるか、関係ありますね、

クラウドファウンディングの市の応援ということな

んですが、先日、常任委員会だったかでも少し話を

させていただいたんですが、ちょっと一度整理をさ

せていただきたいと思うんですね。例えば、これは

冒頭申し上げておきますが、サッカー協会さんの取

り組みを否定するものではありませんという前置き

を置いた上でお話をしたいと思います。それで、今

回、サッカーゴールを購入したいということで、サ

イトのほうに事業登録をされて、80万だったでしょ

うか、たしか、事業の募集を行っているというとこ

ろなんですね。振り返ってみれば、文化スポーツセ

ンターもバスケットゴールが異常で、たしか修繕を

した経過があったと思うんですよ、それは予算をつ

けてやったんではなかったかなというふうに思うん

ですが、例えばそういうところの整合性というとこ

ろで少し今回疑問があったのと、それから、平和運

動公園については都市公園ということで、条例上は

建設、しかし、実際の管理は教育委員会、それで、

使用料については、グラウンドごとの幾ら幾らとい

う使用料ですので、サッカーゴールを使おうと使う

まいと、グラウンドを使えばその使用料がかかると

いうことだと思うんですが、裏を返せば、やはりサ

ッカーゴールも、先日もお話ししましたとおり、グ

ラウンドに対する附帯設備なんですよね。そういう

ことからすると、例えば今回 80万の事業が成立した

場合に、そのサッカーゴールの所有者というのは、

あくまでもサッカー協会なのか、そして、あるいは、

サッカー協会の備品を使って得た収入、これが結局、

市のいわゆる歳入になるという、そのあたりの整理

はどのように今お考えになっていらっしゃるか、お

尋ねしたいと思います。 

●高間委員長  室長。 

●熊谷まちづくり企画室長  まず、サッカーゴー

ルの修繕、バスケットゴールの修繕したのと比較い

たしましてどうなのかというご質問に関してなんで

すけれども、こちら、財政再生計画上は、ここが壊

れたときには修繕をするということになっておりま

す。実際、バスケットボールのゴールも壊れました

ので、そういうのは早期に対応して修繕するという

ことで発生主義をとっております。このことから、

サッカーのゴールに関しても同じ扱いにしたいとい

うことで考えております。ですから、今、サッカー

協会がやっておられる事業に関しましては、絶対修

繕しないとかそういうことでは全くなく、新しいゴ

ールを使っていらっしゃる方も含めて、寄贈をした

いということで考えている事業だということで伺っ

ております。ですから、後段の質問になりますけれ

ども、管理は教育委員会でしております、そちらに
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対して寄附されるということですので、当然、使用

料は附帯設備、先ほど最初におっしゃいました状態

の中に含まれるものとして管理していくことになる

と思われます。 

●高間委員長  ほかにはございますか。 

 島田委員。 

●島田委員  市政執行方針にも入っているんです

が、ズリ山の活用、入っていますが、2 月ぐらいに

公募されていると思ったんですが、その後というの

はどのようにやっていってるんでしょうか。 

●高間委員長  室長。 

●熊谷まちづくり企画室長  ズリ山に関しまして

は、プロポーザルで提案を受けますよというところ

までは行政常任委員会において報告いたしました。

その後、プロポーザルの審査を経まして、次回の行

政常任委員会で報告しようと思っていたんですけれ

ども、3月 13日に契約が終わりました。プロポーザ

ルの内容といたしましては、1 社が提案がありまし

て、それを 4 人の委員で審査して、妥当であるとい

うことと、なおかつ、それに対する注文というのも

ございまして、そういう形での契約をしていただき

たいということで内容が整いまして、3月 13日に契

約になっております。 

●高間委員長  よろしいですか。 

 ほかにはございますか。 

 もしないようであれば、以上をもちまして大綱的

な質疑を終わりたいと思いますが、よろしいですか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめて、残る審査につ

いては、あす行うことにしたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、異議がありませんので、本日の会議は

これをもって閉じます。 

 お疲れさまでした。 

――――――――――――――――――――――― 

   午後 ２時２３分 延会 
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